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新
し
い
聖
人
の
書
を
目
指
し
て
（
鈴
木
）

は　

じ　

め　

に

　

前
漢
武
帝
期
が
、
所
謂
「
儒
教
の
国
教
化
」
の
萌
芽
期
で
あ
り
、

諸
子
百
家
の
時
代
か
ら
儒
家
独
尊
の
時
代
へ
の
大
き
な
転
換
点
で
あ

る
こ
と
は
、「
儒
教
の
国
教
化
」
論
争
を
経
た
現
在
で
も
な
お
揺
る

が
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
の
論
争
の
中
で
、
五
経
博
士
の

設
置
や
董
仲
舒
の
献
策
の
歴
史
的
事
実
性
と
そ
の
影
響
力
に
疑
問
符

が
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
学
術
の
転
換

に
関
す
る
諸
問
題
の
検
討
の
必
要
性
は
更
に
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

『
淮
南
子
』
は
そ
の
よ
う
な
時
代
の
申
し
子
と
い
う
べ
き
書
で
あ

る
。
そ
れ
は
単
に
成
立
時
期
の
み
に
よ
る
評
価
で
は
な
い
。『
淮
南

子
』
は
し
ば
し
ば
「
雑
多
」
と
「
総
合
」
と
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

語
ら
れ
る
が
、
雑
然
と
し
た
内
容
が
整
理
も
不
十
分
な
ま
ま
に
並
べ

ら
れ
る
と
い
う
前
者
の
性
質
が
、
先
秦
諸
子
の
時
代
を
色
濃
く
反
映

す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
特
定
の
編
者
の
意
思
の
も
と

に
思
想
を
ま
と
め
上
げ
る
と
い
う
秦
漢
以
降
の
新
し
い
性
質
を
示
す

も
の
で
あ
る
。『
淮
南
子
』
は
こ
の
対
称
的
な
二
つ
の
性
質
を
、
矛

盾
を
解
消
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
抱
え
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
書
が
、
性
質
の
面
に
お
い
て
も
学
術
の
転
換
以
前
と
以

後
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

本
稿
で
は
言
語
観
と
書
物
観
の
検
討
を
通
し
て
、『
淮
南
子
』
の

著
者
達
の
目
に
当
時
の
学
術
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の

か
、
そ
し
て
彼
ら
は
そ
れ
に
ど
う
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
考
察

す
る
。
そ
れ
は
『
淮
南
子
』
一
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、
儒
家
独
尊
の
要

因
を
は
じ
め
と
す
る
、
こ
の
時
代
の
諸
問
題
の
解
明
に
つ
な
が
る
と

考
え
ら
れ
る
。
以
下
『
淮
南
子
』
の
引
用
は
上
海
涵
芬
楼
影
印
影
抄

北
宋
小
字
本
（『
四
部
叢
刊
』
所
収
）
に
よ
る
が
、
単
純
な
魯
魚
の
誤

り
と
思
わ
れ
る
字
に
つ
い
て
特
に
断
り
な
く
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

検
索
の
便
の
た
め
、
引
用
部
分
に
は
劉
文
典
『
淮
南
鴻
烈
集
解
』

①

②

新
し
い
聖
人
の
書
を
目
指
し
て

─
─
学
術
の
転
換
期
に
お
け
る
『
淮
南
子
』
─
─

鈴　

 

木　

 

達　

 

明

愛
知
教
育
大
学
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（
新
編
諸
子
集
成
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
で
の
頁
数
を
記
し
た
。

一　
『
淮
南
子
』
要
略
篇
に
見
る
書
物
へ
の
意
識

　

要
略
篇
は
、
時
に
相
互
に
矛
盾
す
る
内
容
も
見
え
る
雑
多
な
『
淮

南
子
』
の
諸
篇
の
中
で
、
二
十
篇
成
立
後
に
そ
の
全
体
を
踏
ま
え
て

統
合
を
は
か
る
編
者
の
考
え
が
直
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
点
で
極
め

て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
は
『
淮
南
子
』

作
成
の
動
機
と
目
的
か
ら
書
き
起
こ
し
、
二
十
篇
の
内
容
と
目
的
、

そ
の
配
列
の
必
然
性
を
述
べ
る
。
そ
の
後
、
先
行
す
る
諸
思
想
を
列

挙
し
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
時
代
的
な
限
定
の
下
に
あ
る
こ
と
を
批

判
的
に
述
べ
た
上
で
、『
淮
南
子
』
の
価
値
を
賞
賛
し
て
締
め
く
く

っ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
中
に
書
物
を
作
成
す
る
こ
と
へ
の
強
い
関

心
が
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
冒
頭
で
は
、『
淮
南
子
』
作
成
の

目
的
が
、
書
物
作
成
に
関
す
る
一
般
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。

夫
作
為
書
論
者
、
所
以
紀
綱
道
德
、
經
緯
人
事
、
上
考
之
天
、

下
揆
之
地
、
中
通
諸
理
、
雖
未
能
抽
引
玄
妙
之
中
才
、
繁
然
足

以
觀
終
始
矣
。
總
要
舉
凡
、
而
語
不
剖
判
純
樸
、
靡
散
大
宗
、

則
為
人
之
惽
惽
然
弗
能
知
也
。
故
多
為
之
辭
、
博
為
之
說
、
又

恐
人
之
離
本
就
末
也
。
故
言
道
而
不
言
事
、
則
無
以
與
世
浮
沈
、

言
事
而
不
言
道
、
則
無
以
與
化
游
息
。
故
著
二
十
篇
。（
七
〇

〇
頁
）

　

い
っ
た
い
書
物
を
作
為
す
る
と
い
う
の
は
、
道
徳
を
お
さ
め
、

人
事
を
秩
序
づ
け
る
た
め
で
あ
り
、
上
は
天
に
照
ら
し
て
考
え
、

下
は
地
に
合
わ
せ
て
計
り
、
中
は
道
理
に
通
じ
さ
せ
る
よ
う
に

す
れ
ば
、
玄
妙
の
精
髄
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、

物
事
の
終
始
に
つ
い
て
色
々
と
知
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
要
点

を
概
括
し
全
体
を
取
り
上
げ
て
も
、
そ
の
言
葉
が
純
粋
無
垢
な

も
の
（「
道
」）
を
分
析
せ
ず
、
大
本
（「
道
」）
を
細
か
く
か
み

砕
い
て
述
べ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
人
々
に
は
ぼ
ん
や
り
し
て

ま
る
で
分
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
多
く
の
言
葉
を
用

い
て
、
広
く
説
明
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
人
々
が
根
本

を
離
れ
て
末
節
に
走
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
か
か
る
。
こ
の

よ
う
に
「
道
」
に
つ
い
て
言
っ
て
も
事
物
に
つ
い
て
言
わ
な
け

れ
ば
、
世
俗
に
合
わ
せ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
事
物
に
つ

い
て
言
っ
て
も
「
道
」
に
つ
い
て
言
わ
な
け
れ
ば
、
造
化
と
一
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緒
に
遊
び
憩
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
二
十
篇
を
著
し
た
。

　

「
玄
妙
之
中
」
と
い
う
「
言
」
の
及
ば
ぬ
境
地
を
認
め
つ
つ
、

「
與
世
浮
沈
」
と
「
與
化
游
息
」
の
双
方
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、

「
道
」
と
「
事
」
を
と
も
に
語
る
と
い
う
主
張
は
、
要
略
篇
に
お
け

る
折
衷
的
な
言
語
観
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　

更
に
二
十
篇
の
内
容
の
説
明
を
終
え
、
そ
の
順
序
と
必
要
性
の
説

明
に
移
る
中
間
の
部
分
で
も
、
や
は
り
著
作
一
般
に
つ
い
て
の
議
論

が
述
べ
ら
れ
る
。

凡
屬
書
者
、
所
以
窺
道
開
塞
、
庶
後
世
使
知
舉
錯
取
捨
之
宜
適
、

外
與
物
接
而
不
眩
、
內
有
以
處
神
養
氣
、
宴
煬
至
和
、
而
己
自

樂
所
受
乎
天
地
者
也
。（
七
〇
六
頁
）

　

い
っ
た
い
書
を
綴
る
こ
と
は
、
道
を
窺
い
見
て
蒙
を
啓
く
こ

と
で
、
後
世
の
人
々
に
ふ
る
ま
い
や
取
捨
の
適
切
な
あ
り
方
を

知
ら
せ
、
外
に
は
物
と
接
し
て
惑
わ
ず
、
内
に
は
精
神
を
落
ち

着
か
せ
精
気
を
養
い
、
最
高
の
調
和
を
温
め
高
め
て
、
自
身
が

天
地
か
ら
受
け
た
も
の
を
楽
し
む
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
を
願
っ

て
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
淮
南
子
』
要
略
篇
の
書
物
へ
の
特
別
な
意
識
に
つ

い
て
は
、
既
に
内
山
直
樹
に
指
摘
が
あ
る
。
内
山
氏
は
上
掲
の
要
略

篇
冒
頭
部
分
と
、
そ
の
参
照
元
で
あ
る
『
呂
氏
春
秋
』
序
意
篇
と
を

比
較
し
、「
序
意
篇
の
関
心
が
本
書
た
る
十
二
紀
に
限
ら
れ
る
の
に

対
し
、
要
略
篇
は
視
野
を
書
物
一
般
に
広
げ
て
い
る
」
こ
と
、「
序

意
篇
の
趣
旨
が
本
書
の
価
値
の
宣
揚
に
終
始
す
る
の
に
対
し
、
要
略

篇
は
書
物
と
い
う
存
在
を
得
失
両
面
か
ら
論
じ
、
そ
の
効
能
に
一
定

の
留
保
を
設
け
て
い
る
」
こ
と
の
二
点
を
指
摘
す
る
（
一
九
〇
頁
）。

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
読
者
を
選
ば
な
い
書
物
と
い
う
媒
体
を
受
け
入

れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
学
術
が
一
般
の
読
者
に

開
か
れ
た
も
の
と
な
っ
た
状
況
を
受
け
入
れ
、
道
家
的
な
不
言
の
教

と
の
調
停
を
図
る
意
識
が
読
み
取
れ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

　

前
漢
初
期
の
『
淮
南
子
』
に
お
い
て
、
道
家
的
な
言
語
否
定
が
揺

ら
い
で
い
た
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
要
略
篇
の
記
述
も
そ
の
一
例
と
し

て
検
証
が
為
さ
れ
て
お
り
、
道
家
的
「
不
言
の
教
」
と
の
調
停
の
意

識
が
見
え
る
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
と
言
え
る
。
但
し
、
そ
の
動
機

と
し
て
学
術
界
に
お
け
る
書
物
の
隆
盛
の
影
響
を
重
く
見
る
点
に
つ

い
て
は
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。『
淮
南
子
』
に
先
行
す
る
、
あ
る

い
は
同
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
序
」
に
類
す
る
文
章
と

③

④
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し
て
は
、『
荀
子
』
尭
問
篇
、『
荘
子
』
天
下
篇
、『
呂
氏
春
秋
』
序

意
篇
、『
史
記
』
太
史
公
自
序
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、

こ
の
よ
う
な
書
物
一
般
の
作
成
論
と
言
う
べ
き
内
容
は
見
ら
れ
ず
、

書
物
の
隆
盛
に
つ
い
て
こ
の
時
代
を
画
期
と
し
て
よ
い
の
か
、
た
と

え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
状
況
が
ど
の
程
度
要
略
篇
に
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
ま
た
そ
の
成
立
事
情

を
考
え
る
と
、『
淮
南
子
』
を
一
般
の
学
習
者
に
配
慮
し
た
も
の
と

す
る
前
提
は
、
成
り
立
ち
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

『
淮
南
子
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
な
お
説
が
分
か
れ
て
い

る
。『
漢
書
』
淮
南
王
伝
に
武
帝
即
位
の
初
め
の
こ
と
と
し
て
「
初

安
入
朝
、
獻
所
作
內
篇
、
新
出
、
上
愛
祕
之
」（
こ
れ
よ
り
さ
き
淮
南

王
安
が
入
朝
し
た
折
、
そ
の
著
し
た
内
篇
を
献
上
し
た
が
、
そ
れ
は
新
作
で

あ
っ
て
、
帝
は
愛
好
し
秘
蔵
し
た
）
と
あ
る
の
が
史
書
に
お
け
る
最
も

重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
が
、
胡
適
・
徐
復
観
・
池
田
知
久
は
、
こ

の
「
内
篇
」
は
同
伝
の
「
内
書
二
十
一
篇
」
を
指
す
と
し
、
こ
の
時

点
で
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
形
で
完
成
し
て
い
た
と
考
え
る
。
特
に
池
田

氏
は
、
入
朝
の
時
期
を
建
元
二
年
（
前
一
三
九
）
と
決
定
す
る
な
ど
、

詳
細
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
有
力
な
別
説
と
し
て
、
金
谷
治
は
、

元
狩
二
年
の
淮
南
王
の
自
死
ま
で
多
年
に
わ
た
っ
て
漸
次
的
に
成
立

し
た
と
考
え
る
が
、
そ
の
主
な
根
拠
で
あ
る
『
淮
南
子
』
の
雑
駁
さ

に
つ
い
て
は
、
池
田
氏
の
「
景
帝
の
崩
御
・
武
帝
の
即
位
と
同
時
に

思
起
ち
…
…
、
僅
か
二
年
で
草
卒
に
纏
上
げ
」
た
こ
と
に
よ
る
と
い

う
説
明
（
池
田
注
⑤
前
掲
論
文
二
十
四
頁
）
の
方
が
説
得
的
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、『
淮
南
子
』
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
は
、

池
田
氏
の
所
説
に
従
い
、
朝
廷
へ
の
上
書
を
強
く
意
識
し
て
作
成
さ

れ
、
入
朝
時
の
段
階
で
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
、

要
略
篇
で
の
書
物
観
に
お
け
る
外
的
な
要
因
は
、
学
術
界
で
の
書
物

の
隆
盛
よ
り
も
、
皇
帝
を
は
じ
め
朝
廷
の
政
治
的
権
力
者
の
価
値
観

を
強
く
意
識
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

要
略
篇
に
お
け
る
書
物
作
成
へ
の
強
い
意
識
の
背
景
に
つ
い
て
、

改
め
て
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

二　
『
淮
南
子
』
の
言
語
観
と
書
物
観

　

前
節
で
見
た
要
略
篇
に
お
け
る
書
物
作
成
へ
の
意
識
は
、
た
と
え

言
語
へ
の
否
定
的
な
考
え
が
緩
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
先
秦
道
家
と

は
懸
隔
の
大
き
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
、『
淮
南
子
』
全

⑤
⑥
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体
の
言
語
観
・
書
物
観
を
見
る
こ
と
で
、
要
略
篇
で
の
意
識
と
の
矛

盾
と
整
合
に
つ
い
て
考
え
る
。
な
お
『
淮
南
子
』
ま
で
の
道
家
に
お

け
る
書
物
観
は
、
言
語
批
判
の
中
で
示
さ
れ
る
例
が
多
く
、
そ
れ
ら

は
言
語
観
と
切
り
離
し
て
論
じ
が
た
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
論
述
の

便
宜
上
、
項
を
分
け
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

（
一
）『
淮
南
子
』
の
言
語
観

　

『
淮
南
子
』
の
思
想
的
な
統
合
の
中
心
に
あ
る
の
は
道
家
思
想
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け

て
道
家
の
言
語
観
は
、
言
語
の
意
味
表
象
能
力
を
徹
底
的
に
否
定
す

る
厳
し
い
批
判
か
ら
、「
道
」
の
み
を
語
り
得
な
い
と
す
る
限
定
的

な
批
判
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
淮
南
子
』

は
そ
の
過
程
の
最
終
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
よ
う
な
、
言
語
の
意
味
表
象
能
力
自
体
を

批
判
す
る
考
え
は
、『
淮
南
子
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
俶
真

訓
の
冒
頭
で
は
、
斉
物
論
篇
の
「
有
始
也
者
、
有
未
始
有
始
也
者
」

節
が
引
用
さ
れ
る
が
、
も
と
も
と
否
定
を
繰
り
返
す
こ
と
で
よ
り
高

い
次
元
の
「
始
」
や
「
無
」
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
知
識
論
で
あ
っ

た
も
の
が
、
宇
宙
生
成
の
各
段
階
を
示
す
生
成
論
へ
と
変
化
し
て
し

ま
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
思
想
的
関
心
の
推
移
を
表
し
て
い
る
。

　

一
方
、「
道
」
と
そ
の
は
た
ら
き
に
限
定
し
た
言
語
の
否
定
は
、

『
淮
南
子
』
で
も
基
調
的
な
言
語
観
と
し
て
広
く
見
ら
れ
る
。
以
下
、

代
表
的
な
例
を
挙
げ
る
。

㈠　

當
此
之
時
、
口
不
設
言
、
手
不
指
麾
、
執
玄
德
於
心
、
而
化
馳

若
神
。
使
舜
無
其
志
、
雖
口
辯
而
戶
說
之
、
不
能
化
一
人
。
是

故
不
道
之
道
、
莽
乎
大
哉
。（
原
道
訓
二
三
頁
）

　

こ
の
時
（
舜
は
）、
口
は
言
葉
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
手
は

指
図
す
る
こ
と
な
く
、
心
に
玄
徳
を
抱
く
だ
け
で
感
化
の
速
さ

は
神
秘
的
な
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
も
し
舜
に
天
下
を
治
め
る
意
志

が
な
け
れ
ば
、
雄
弁
に
家
ご
と
に
説
い
た
と
し
て
も
一
人
す
ら

感
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
不
道
の

道
と
い
う
の
は
広
々
と
し
て
偉
大
で
あ
る
こ
と
だ
。

㈡　

夫
物
類
之
相
應
、
玄
妙
深
微
、
知
不
能
論
、
辯
不
能
解
。
…
…

故
至
陰
飂
飂
、
至
陽
赫
赫
、
兩
者
交
接
成
和
、
而
萬
物
生
焉
。

衆
雄
而
無
雌
、
又
何
化
之
所
能
造
乎
。
所
謂
不
言
之
辯
、
不
道

之
道
也
。（
覧
冥
訓
一
九
四
頁
）

⑦
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い
っ
た
い
同
類
の
物
が
互
い
に
感
応
す
る
の
は
、
幽
玄
に
し

て
微
妙
で
あ
っ
て
、
知
者
も
論
じ
が
た
く
能
弁
者
で
も
解
き
明

か
し
が
た
い
。
…
…
そ
こ
で
至
陰
の
気
は
寒
々
と
し
て
厳
し
く
、

至
陽
の
気
は
赤
々
と
し
て
熱
い
。
両
者
が
交
わ
り
和
合
す
る
と

万
物
が
生
ず
る
。
雄
ば
か
り
多
く
て
雌
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な

造
化
の
は
た
ら
き
で
も
作
り
出
せ
ま
い
。
こ
れ
こ
そ
が
不
言
の

辯
、
不
道
の
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

㈢　

故
德
之
所
總
、
道
弗
能
害
也
、
智
之
所
不
知
、
辯
弗
能
解
也
。

不
言
之
辯
、
不
道
之
道
、
若
或
通
焉
、
謂
之
天
府
。（
本
経
訓
二

五
三
頁
）

　

徳
が
統
括
す
る
と
こ
ろ
で
は
、（
世
俗
の
学
者
達
の
唱
え
る
）

道
は
妨
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
知
に
よ
っ
て
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
は
、
能
弁
者
で
も
解
き
明
か
せ
な
い
。
不
言

の
辯
、
不
道
の
道
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
に
通
暁
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
天
の
宝
庫
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

㈣　

人
主
之
術
、
處
无
為
之
事
、
而
行
不
言
之
教
。（
主
術
訓
二
六
九

頁
）

　

君
主
の
統
治
の
仕
方
は
、
無
為
の
こ
と
に
身
を
置
き
、
不
言

の
教
化
を
行
う
。

㈤　

故
言
之
用
者
、
昭
昭
乎
小
哉
。
不
言
之
用
者
、
曠
曠
乎
大
哉
。

（
繆
称
訓
三
二
四
頁
）

　

言
の
は
た
ら
き
は
ち
ら
ち
ら
と
瞬
く
よ
う
に
小
さ
い
も
の
で

あ
る
こ
と
よ
。
不
言
の
は
た
ら
き
は
、
広
々
と
大
き
な
も
の
で

あ
る
こ
と
よ
。

㈥　

道
不
可
聞
、
聞
而
非
也
。
道
不
可
見
、
見
而
非
也
。
道
不
可
言
、

言
而
非
也
。
孰
知
形
形
之
不
形
者
乎
。（
道
応
訓
第
一
章
三
七
九

頁
）

　

道
は
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
聞
け
る
な
ら
ば
真
の
道
で
は

な
い
。
道
は
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
見
え
る
な
ら
ば
真
の
道

で
は
な
い
。
道
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
え
る
な
ら
ば
真

の
道
で
は
な
い
。
形
を
形
と
し
て
成
立
さ
せ
る
も
の
に
は
形
が

な
い
こ
と
を
誰
が
理
解
し
よ
う
。

㈦　

夫
知
言
之
謂
者
、
不
以
言
言
也
。
…
…
故
至
言
去
言
、
至
為
無

為
。（
道
応
訓
第
二
章
三
七
九
頁
）

　

言
葉
の
意
味
を
知
る
も
の
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
言
う
こ
と
は

な
い
。
…
…
最
高
の
言
葉
と
は
言
葉
を
除
去
す
る
こ
と
で
、
最

⑧
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高
の
行
為
と
は
行
為
を
し
な
い
こ
と
だ
。

　

「
不
道
之
道
（
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
道
）」
や
「
不
伝
之
道
（
伝
え

ら
れ
な
い
道
）」
な
ど
、「
道
」
を
語
り
得
な
い
も
の
と
す
る
思
想
が

『
淮
南
子
』
全
体
に
わ
た
っ
て
出
現
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま

た
通
常
の
言
葉
で
は
語
り
得
な
い
「
道
」
を
語
る
言
葉
で
あ
る
「
不

言
之
辯
」
や
、
聖
人
の
「
不
言
」
に
よ
る
理
想
的
な
統
治
を
指
す

「
不
言
之
教
」
な
ど
は
、
語
り
得
な
い
「
道
」
を
前
提
に
し
て
、

「
道
」
の
性
質
と
し
て
の
「
不
言
」
に
高
い
価
値
を
認
め
る
思
想
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
と
要
略
篇
で
の
意
識
と
は
、
ど
の
よ
う
に
共
存
し
う
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
言
語
否
定
や
「
不
言
」
の
尊

重
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
ど
の
程
度
切
実
さ
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
右
の
諸
例
を
見
る
と
、「
不
道
之
道
」
を
は
じ
め
同

じ
表
現
や
類
似
す
る
表
現
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

ま
た
こ
れ
ら
の
中
に
は
、『
老
子
』
や
『
荘
子
』
を
引
用
し
、
寄
せ

集
め
て
作
ら
れ
た
文
も
多
く
見
え
る
。
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
㈡
は

『
荘
子
』
田
子
方
篇
と
応
帝
王
篇
の
文
を
繋
げ
た
も
の
で
あ
り
、
㈢

は
『
荘
子
』
徐
無
鬼
篇
、
㈣
は
『
老
子
』
第
二
章
を
襲
っ
た
も
の
で

あ
る
。
道
応
訓
の
場
合
、
各
節
が
ま
ず
故
事
・
寓
言
を
述
べ
て
主
に

老
子
言
で
締
め
く
く
る
と
い
う
体
裁
を
と
る
た
め
当
然
で
は
あ
る
が
、

㈥
・
㈦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
荘
子
』
知
北
遊
篇
の
泰
清
・
無
爲
・
無

始
・
無
窮
説
話
と
『
呂
氏
春
秋
』
審
応
覧
精
諭
篇
に
基
づ
く
叙
述
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
例
に
お
け
る
『
淮
南
子
』
の
独
自
性

は
極
め
て
乏
し
い
と
言
え
る
。
㈡
に
見
え
る
「
所
謂
」
と
い
う
語
が

示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
道
家
的
な
伝
統
を
踏
ま
え
た
、「
道
」
の

権
威
づ
け
の
た
め
の
定
型
表
現
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
不
言
」
を
言
葉
に
よ
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
本

来
大
き
な
困
難
が
と
も
な
う
。
た
と
え
そ
れ
が
「
道
」
に
限
っ
た
言

語
否
定
で
あ
っ
て
も
、
道
家
と
し
て
の
中
心
問
題
が
「
道
」
で
あ
る

以
上
、「
不
言
を
言
う
」
こ
と
の
矛
盾
は
常
に
つ
き
ま
と
う
か
ら
だ
。

『
荘
子
』
の
文
体
や
修
辞
に
お
け
る
様
々
な
表
現
方
法
は
、
そ
の
困

難
へ
の
対
応
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ

る
と
、『
淮
南
子
』
に
お
け
る
「
不
言
を
言
う
」
こ
と
の
困
難
へ
の

自
覚
は
、
甚
だ
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

例
え
ば
主
術
訓
冒
頭
に
当
た
る
㈣
で
は
人
主
の
「
不
言
」
の
統
治

⑨

⑩

⑪
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が
高
ら
か
に
謳
わ
れ
る
が
、
そ
の
す
ぐ
後
で
は
「
是
故
慮
无
失
策
、

謀
无
過
事
、
言
為
文
章
、
行
為
儀
表
於
天
下
」（
そ
の
た
め
に
思
慮
に

は
失
策
が
な
く
、
計
画
に
は
過
失
が
な
い
。
言
葉
は
彩
り
に
富
む
文
章
と
な

り
、
行
動
は
天
下
の
模
範
と
な
る
）
と
そ
の
「
言
」
を
賞
賛
し
て
い
る
。

更
に
そ
の
後
文
で
も
「
故
不
言
之
令
、
不
視
之
見
、
此
伏
犧
・
神
農

之
所
以
為
師
也
」（
二
七
四
頁
）（
言
葉
に
よ
ら
な
い
命
令
、
視
覚
に
よ
ら

な
い
観
察
眼
は
、
伏
羲
・
神
農
が
民
を
導
く
師
と
な
っ
た
方
法
な
の
だ
）
と

言
っ
て
お
き
な
が
ら
、「
古
聖
王
至
精
形
於
內
、
而
好
憎
忘
於
外
。

出
言
以
副
情
、
發
號
以
明
旨
」（
二
七
六
頁
）（
古
の
聖
王
は
最
高
の
精

気
を
内
側
に
形
づ
く
り
、
外
側
で
は
好
悪
を
忘
れ
去
る
。
言
葉
を
出
し
て
実

情
に
沿
い
、
号
令
を
発
し
て
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
）
と
、
そ
の
政
治
に

お
け
る
言
語
や
命
令
を
賞
賛
し
て
い
る
。

　

「
不
言
」
を
重
視
す
る
記
述
と
並
ば
な
く
て
も
、
氾
論
訓
「
言
而

必
信
、
期
而
必
當
、
天
下
之
高
行
也
」（
四
四
二
頁
）（
言
え
ば
必
ず
誠

実
で
、
約
束
す
れ
ば
必
ず
守
る
、
こ
れ
は
天
下
に
立
派
と
さ
れ
る
行
動
で
あ

る
）
や
説
林
訓
「
終
日
言
、
必
有
聖
之
事
」（
五
六
一
頁
）（
一
日
中
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
間
に
は
、
き
っ
と
聖
人
に
あ
た
る
も
の
が
あ
る
）
の
よ
う

に
、
言
語
一
般
の
肯
定
と
思
え
る
表
現
が
散
見
さ
れ
る
の
も
同
様
の

例
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
い
さ
さ
か
あ
げ
足
取
り
の
指
摘
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
可
與
言
道
」「
可
與
言
至
論
」「
與
言
化
」
な
ど
、
人
物
評
価
と
し

て
「
と
も
に
「
道
」（
及
び
そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
）
に
つ
い
て
語
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
い
う
表
現
が
繆
称
訓
、
斉
俗
訓
、
詮
言
訓
に
多
く

見
え
る
。
こ
れ
ら
は
「
道
」
に
対
す
る
言
語
の
否
定
の
不
徹
底
さ
、

「
道
」
と
「
言
」
と
の
せ
め
ぎ
合
い
に
基
づ
く
緊
張
感
の
欠
如
を
示

す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
道
家
が
本
来
主
張
し
て
い
た
否
定
的
な
言
語
観
は
、

『
淮
南
子
』
で
は
ほ
と
ん
ど
建
て
前
と
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
不
言
の
道
」
と
の
調
停
を
は
か
り
つ
つ
書
物
作
成
の
意
義
を
述
べ

る
要
略
篇
と
比
較
す
れ
ば
、
両
者
は
い
わ
ば
建
て
前
と
本
音
の
関
係

に
お
い
て
共
存
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
二
）『
淮
南
子
』
の
書
物
観

　

道
家
の
書
物
観
と
し
て
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
書
物
を
「
古
人

之
糟
魄
」
と
す
る
『
荘
子
』
天
道
篇
の
輪
扁
寓
話
や
、「
意
」
と

「
言
」
と
「
書
」
を
対
比
さ
せ
、
そ
の
間
に
段
階
差
を
設
け
る
天
道

⑫
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篇
の
書
不
足
貴
論
、
天
運
篇
の
孔
子
・
老
耼
問
答
で
あ
ろ
う
。
言
語

に
一
定
の
意
味
表
象
機
能
を
認
め
る
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
ら
も

「
道
」
に
限
定
し
た
言
語
否
定
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、

こ
の
場
合
「
書
」
は
最
も
低
次
の
段
階
と
さ
れ
、
要
略
篇
で
の
主
張

と
は
明
確
に
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

『
淮
南
子
』
の
中
で
は
道
応
訓
に
同
様
の
書
物
観
が
見
ら
れ
る
。

第
十
八
節
に
引
か
れ
る
『
荘
子
』
輪
扁
寓
話
、
第
二
十
節
に
引
か
れ

る
『
韓
非
子
』
喩
老
篇
の
王
壽
・
徐
馮
寓
話
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
他
書
の
故
事
の
引
用
で
あ
っ
て
、
他
篇
を
含
め
『
淮
南

子
』
独
自
の
書
物
批
判
の
故
事
が
見
え
な
い
こ
と
は
、
先
の
言
語
観

の
場
合
と
似
た
態
度
を
感
じ
さ
せ
る
。
論
説
と
し
て
は
氾
論
訓
と
脩

務
訓
に
書
物
批
判
と
し
て
読
め
る
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
『
荘

子
』
の
よ
う
な
書
物
否
定
と
は
異
な
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
項

（
三
）
及
び
第
四
節
で
改
め
て
論
じ
る
。

　

書
物
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
を
表
す
語
彙
と
し
て
は
、

「
法
籍
」「
伝
書
」「
書
伝
」「
篇
籍
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
最
も
用
例
が
多
く
、
そ
の
書
物
と
し
て
の
特
性
が
把
握
で
き
る

「
法
籍
」
に
注
目
し
た
い
。「
法
籍
」
は
文
字
通
り
に
は
テ
キ
ス
ト

化
さ
れ
た
法
を
指
す
語
で
あ
り
、
斉
俗
訓
を
中
心
に
九
例
が
数
え
ら

れ
る
。
以
下
そ
の
全
て
を
挙
げ
る
。

⑴　

逮
至
夏
桀
之
時
…
…
棄
捐
五
帝
之
恩
刑
、
推
蹶
三
王
之
法
籍

0

0

。

（
覽
冥
訓
二
一
〇
頁
）

　

夏
の
桀
王
の
時
に
な
る
と
…
…
五
帝
の
定
め
た
賞
罰
を
捨
て

去
り
三
王
の
法
籍
を
押
し
の
け
た
。

⑵　

法
籍

0

0

禮
義
者
、
所
以
禁
君
使
無
擅
斷
也
。（
主
術
訓
二
九
五
頁
）

　

法
籍
礼
義
は
、
君
主
を
押
さ
え
て
独
断
専
横
を
さ
せ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

⑶　

故
先
王
之
法
籍

0

0

、
非
所
作
也
、
其
所
因
也
。
其
禁
誅
、
非
所
為

也
、
其
所
守
也
。（
斉
俗
訓
三
五
一
頁
）

　

先
王
の
法
籍
は
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、（
既
存
の
も
の

に
）
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
禁
令
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
し
ら

え
た
も
の
で
は
な
く
、
保
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑷　

今
握
一
君
之
法
籍

0

0

、
以
非
傳
代
之
俗
、
譬
由
膠
柱
而
調
瑟
也
。

（
斉
俗
訓
三
五
八
頁
）

　

今
（
先
王
の
う
ち
い
ず
れ
か
）
一
人
の
君
主
の
法
籍
に
固
執
し

て
、
代
々
伝
わ
る
習
俗
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
琴
柱

⑬

⑭
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を
膠
で
固
め
な
が
ら
調
律
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。

⑸　

所
謂
禮
義
者
、
五
帝
三
王
之
法
藉

0

0

風
俗
、
一
世
之
迹
也
。（
斉

俗
訓
三
五
九
頁
）

　

礼
義
と
い
う
も
の
は
、
五
帝
三
王
の
法
籍
と
風
俗
で
あ
り
、

そ
の
一
代
の
痕
跡
に
過
ぎ
な
い
。

⑹　

今
欲
學
其
道
、
不
得
其
清
明
玄
聖
、
而
守
其
法
籍

0

0

憲
令
、
不
能

為
治
亦
明
矣
。（
斉
俗
訓
三
六
二
頁
）

　

今
そ
の
（
五
帝
三
王
の
）
道
を
学
ぼ
う
と
し
て
、
そ
の
清
明

さ
や
奥
深
い
聖
徳
を
会
得
で
き
ぬ
ま
ま
、
そ
の
法
籍
憲
令
を
墨

守
し
て
も
、
統
治
で
き
な
い
こ
と
は
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

⑺　

故
三
皇
五
帝
、
法
籍

0

0

殊
方
、
其
得
民
心
鈞
也
。（
斉
俗
訓
三
六
三

頁
）

　

そ
こ
で
三
皇
五
帝
は
、
法
籍
は
方
法
を
異
に
し
て
い
て
も
、

民
心
を
得
る
こ
と
は
等
し
か
っ
た
。

⑻　

今
世
之
法
藉

0

0

與
時
變
、
禮
義
與
俗
易
。（
氾
論
訓
四
三
二
頁
）

　

今
の
世
の
法
籍
は
時
に
合
わ
せ
て
変
わ
り
、
礼
義
は
習
俗
に

合
わ
せ
て
改
ま
っ
て
き
た
。

⑼　

堯
・
舜
・
禹
・
湯
、
法
籍

0

0

殊
類
、
得
民
心
一
也
。（
説
林
訓
五
八

三
頁
）

　

尭
・
舜
・
禹
・
湯
は
、
法
籍
は
種
類
を
異
に
し
て
も
、
民
心

を
得
る
こ
と
は
同
じ
だ
っ
た
。

　

⑸
・
⑻
の
「
法
藉
」
は
、「
法
籍
」
と
同
義
の
語
と
考
え
る
。

　

右
の
例
の
中
に
は
、
⑵
の
よ
う
に
「
法
」
の
方
に
重
き
が
置
か
れ
、

書
物
で
あ
る
こ
と
へ
の
意
識
が
薄
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
次
項
（
三
）
に
引
く
よ
う
に
、
⑻
で
は
直
後
に

「
據
籍
守
舊
教
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
⑶
で
も
引
用
部
分
以
降
で

「
從
典
墳
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
書
物
と
い
う
媒
体

が
意
識
さ
れ
て
い
る
語
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
「
法
籍
」
は
ど

の
よ
う
な
種
類
の
書
物
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

　

右
の
例
で
は
全
て
「
五
帝
三
王
」
や
「
一
君
」
な
ど
君
主
が
制
定

し
保
持
す
る
も
の
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば
「
禮
義
」
と
と
も
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
「
法
籍
」
は
一
般
的

な
法
令
の
書
と
い
う
よ
り
も
、
広
く
制
度
や
統
治
理
念
ま
で
を
含
む
、

「
法
典
」
や
「
典
籍
」
に
近
い
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上

で
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
法
典
・
法
令
に
固
執
す
る
こ
と
が
批

判
さ
れ
て
い
る
。
但
し
そ
れ
は
、
制
定
さ
れ
た
当
時
に
お
け
る
五
帝
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三
王
の
権
威
や
そ
の
「
法
籍
」
の
有
効
性
・
正
し
さ
を
認
め
た
上
で
、

時
代
的
な
限
定
に
よ
り
、
現
代
で
は
効
果
を
持
た
ぬ
こ
と
へ
の
批
判

と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

統
治
理
念
や
法
令
は
、
書
物
と
い
う
媒
体
に
載
り
、「
法
籍
」
と

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
播
と
保
存
の
面
で
大
き
な
優
位
性
を
獲
得

す
る
。
そ
れ
は
そ
の
権
威
を
高
め
維
持
す
る
た
め
に
重
要
な
意
味
を

持
つ
が
、
同
時
に
ま
た
固
定
さ
れ
変
化
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
も
あ

る
。
そ
の
点
に
お
い
て
上
記
の
批
判
は
、「
法
籍
」
に
代
表
さ
れ
る

権
威
あ
る
書
物
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
『
淮
南
子
』
で
は
、
そ
れ
を
進
め
て
書
物
の
権
威
に

対
す
る
全
面
的
な
批
判
へ
と
向
か
う
こ
と
は
な
い
。
明
言
は
さ
れ
な

い
が
、
例
え
ば
時
代
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
古
で
は

な
く
現
代
に
適
合
し
た
「
法
籍
」
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
権
威
や

意
義
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

以
上
を
見
る
限
り
、『
淮
南
子
』
の
書
物
観
は
、『
荘
子
』
の
よ
う

な
書
物
全
般
を
否
定
す
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
荘
子
』
の
寓
話
な
ど
を
借
り
て
、
書
物
が
「
道
」
を
伝
え
ら
れ
な

い
と
い
う
先
秦
道
家
以
来
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
る
一
方
で
、
王
の

法
典
で
あ
る
「
法
籍
」
の
よ
う
な
書
物
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
は

「
道
」
を
伝
え
て
い
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
形
有
る
も
の
と
し
て

固
定
さ
れ
た
た
め
に
、
現
在
で
は
、
古
代
の
そ
の
形
の
ま
ま
で
は
、

「
道
」
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
時
代
的

な
制
約
と
い
う
点
で
留
保
を
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
そ
の
権
威
を

認
め
る
態
度
と
言
え
る
。

　

批
判
と
権
威
の
承
認
と
の
間
で
揺
れ
動
く
書
物
へ
の
態
度
は
、
言

語
観
に
お
け
る
言
語
否
定
の
形
骸
化
と
も
重
な
り
あ
う
。
道
家
に
お

け
る
伝
統
的
な
書
物
批
判
は
残
り
つ
つ
も
、
権
威
あ
る
書
物
の
存
在

を
受
け
入
れ
て
い
る
状
況
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
追
求
さ
れ
た
の
は
、
い

か
な
る
言
葉
・
書
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
荘
子
』
の
場
合
、

語
り
得
な
い
「
道
」
と
い
う
言
語
観
の
も
と
で
「
不
言
の
言
」
と
し

て
の
「
至
言
」
が
追
求
さ
れ
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
、「
不
言
の

言
」
が
『
淮
南
子
』
に
お
い
て
は
建
て
前
と
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
「
本
音
」
と
し
て
、
彼
ら
は
何
を
目
指
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

⑮
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（
三
） 

氾
論
訓
に
見
る
「
至
言
」
の
か
た
ち

　

氾
論
訓
は
、
時
代
の
変
化
に
適
応
し
た
統
治
の
必
要
性
を
説
く
篇

で
あ
る
。
先
王
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
適
合
し
た
統
治
を
行
っ
た
の

で
あ
り
、
礼
楽
な
ど
の
制
度
は
、
あ
く
ま
で
も
現
在
の
民
の
利
に
合

致
す
る
か
ど
う
か
で
取
捨
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
中
で
、
儒
家

の
尚
古
主
義
へ
の
批
判
の
一
環
と
し
て
、
そ
の
経
典
に
対
す
る
批
判

が
見
ら
れ
る
。

百
川
異
源
、
而
皆
歸
於
海
。
百
家
殊
業
、
而
皆
務
於
治
。
王
道

缺
而
『
詩
』
作
、
周
室
廢
、
禮
義
壞
、
而
『
春
秋
』
作
。

『
詩
』『
春
秋
』、
學
之
美
者
也
、
皆
衰
世
之
造
也
、
儒
者
循
之
、

以
教
導
於
世
、
豈
若
三
代
之
盛
哉
。
以
『
詩
』『
春
秋
』
為
古

之
道
而
貴
之
、
又
有
未
作
『
詩
』『
春
秋
』
之
時
。
夫
道
之
缺

也
、
不
若
道
其
全
也
。
誦
先
王
之
書
、
不
若
聞
得
其
言
、
聞
得

其
言
、
不
若
得
其
所
以
言
、
得
其
所
以
言
者
、
言
弗
能
言
也
。

故
道
可
道
者
、
非
常
道
也
。（
四
二
七
頁
）

　

数
多
の
川
は
源
を
異
に
し
な
が
ら
、
す
べ
て
は
海
に
帰
る
。

諸
々
の
思
想
家
は
や
り
方
は
違
っ
て
も
、
全
て
は
治
世
を
目
指

し
て
努
め
る
も
の
で
あ
る
。
王
道
が
欠
け
て
『
詩
』
が
で
き
、

周
室
が
衰
え
、
礼
義
が
壊
れ
て
『
春
秋
』
が
作
ら
れ
た
。

『
詩
』
と
『
春
秋
』
は
、
学
問
と
し
て
は
優
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
ど
れ
も
衰
世
の
作
で
あ
っ
て
、
儒
者
は
そ
れ
に
準
拠
し
て

世
を
教
導
す
る
が
、
ど
う
し
て
三
代
の
盛
ん
な
る
時
期
に
及
ぼ

う
か
。『
詩
』『
春
秋
』
を
古
の
道
の
現
れ
と
し
て
貴
ぶ
が
、
そ

の
上
に
は
い
ま
だ
『
詩
』『
春
秋
』
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
（
よ

り
良
い
）
時
代
が
あ
る
の
だ
。
い
っ
た
い
道
が
欠
け
た
も
の
は
、

道
が
完
全
で
あ
る
も
の
に
及
ば
な
い
。
先
王
の
書
を
誦
読
す
る

の
は
、
そ
の
言
葉
を
聞
く
の
に
は
及
ば
ず
、
そ
の
言
葉
を
聞
く

の
は
、
そ
の
言
葉
を
生
ん
だ
も
の
を
会
得
す
る
の
に
は
及
ば
ず
、

そ
の
言
葉
を
生
ん
だ
も
の
は
、
言
葉
で
は
言
う
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
「
道
の
言
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
は
、
常
の
道
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

引
用
部
分
の
論
理
は
、『
荘
子
』
に
見
え
る
書
物
批
判
、
特
に
天

運
篇
の
孔
子
・
老
耼
問
答
と
よ
く
似
る
。
そ
こ
で
は
、「
詩
・
書
・

禮
・
樂
・
易
・
春
秋
六
經
」
を
治
め
た
も
の
の
、
自
ら
を
用
い
る
君

主
の
い
な
い
こ
と
を
嘆
く
孔
子
に
対
し
、「
夫
六
經
、
先
王
之
陳
迹

也
。
豈
其
所
以
迹
哉
。
今
子
之
所
言
、
猶
迹
也
。
夫
迹
、
履
之
所
出
、

⑯⑰

⑱
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而
迹
豈
履
哉
」（
そ
も
そ
も
六
経
と
は
先
王
の
残
し
た
足
跡
で
あ
る
。
足
跡

を
生
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
今
君
が
言
っ
て
い
る
こ
と
も
、
や

は
り
そ
の
足
跡
の
よ
う
な
も
の
だ
。
足
跡
と
い
う
の
は
靴
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
、
足
跡
は
靴
自
体
で
あ
る
は
ず
が
な
い
）
と
老
耼
が
「
六
經
」

の
限
界
を
説
く
。
具
体
的
な
経
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
や
、「
迹
」
と

「
所
以
迹
」（「
言
」
と
「
所
以
言
」）
の
対
比
と
い
う
表
現
で
も
類
似

し
て
お
り
、
氾
論
訓
の
著
者
が
参
照
し
た
可
能
性
も
高
い
。

　

一
方
で
、「
法
籍
」
の
用
例
の
分
析
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
五
帝

や
三
王
の
治
へ
の
評
価
に
つ
い
て
両
者
は
大
き
く
異
な
る
。『
荘

子
』
は
孔
子
・
老
耼
問
答
の
中
で
こ
そ
「
先
王
」
の
評
価
は
下
し
て

い
な
い
も
の
の
、
そ
の
直
前
の
孔
子
・
子
貢
・
老
耼
問
答
を
は
じ
め
、

「
三
皇
」「
五
帝
」「
三
王
」
な
ど
は
全
書
を
通
じ
て
お
お
む
ね
否
定

的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
氾
論
訓
で
は
、
そ
の
時

代
に
お
い
て
「
道
」
に
則
っ
た
治
世
と
し
て
「
五
帝
」
や
「
三
王
」

を
評
価
し
、「
三
代
之
盛
」
を
理
想
的
な
も
の
と
す
る
。
結
果
と
し

て
、「
治
」
と
い
う
目
標
と
先
王
へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
儒
家
と
対

立
せ
ず
、
現
在
に
お
け
る
有
効
性
に
お
い
て
、
儒
家
の
経
書
を
批
判

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
れ
で
は
、『
詩
』
や
『
春
秋
』
の
権
威
を
相
対
化
し
た
上
で
、

『
淮
南
子
』
は
何
を
も
っ
て
そ
れ
ら
を
超
え
よ
う
と
す
る
の
か
。
こ

こ
ま
で
の
文
脈
を
追
う
限
り
、
そ
れ
に
当
た
る
の
は
「
其
所
以
言
」

で
あ
る
。「
所
以
言
」
を
「
言
」
の
上
位
と
す
る
記
述
は
、『
淮
南

子
』
の
他
篇
で
も
見
ら
れ
、
そ
れ
が
『
淮
南
子
』
に
と
っ
て
の
「
至

言
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
所
以
言
」
は
、

「
言
弗
能
言
」（
言
葉
で
は
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
）
と
明
言
さ
れ
る
よ

う
に
、
通
常
の
「
言
」
と
は
異
な
る
次
元
の
言
葉
で
あ
っ
て
、『
荘

子
』
に
お
け
る
「
至
言
」
と
基
本
的
に
は
同
じ
概
念
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
氾
論
訓
で
は
、
こ
の
後
「
所
以
言
」
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。夫

殷
變
夏
、
周
變
殷
、
春
秋
變
周
、
三
代
之
禮
不
同
、
何
古
之

從
。
大
人
作
而
弟
子
循
。
知
法
治
所
由
生
、
則
應
時
而
變
。
不

知
法
治
之
源
、
雖
循
古
終
亂
。
今
世
之
法
藉
與
時
變
、
禮
義
與

俗
易
、
為
學
者
循
先
襲
業
、
據
籍
守
舊
教
、
以
為
非
此
不
治
。

是
猶
持
方
枘
而
周
員
鑿
也
。
欲
得
宜
適
致
固
焉
、
則
難
矣
。
今

儒
墨
者
稱
三
代
文
武
而
弗
行
、
是
言
其
所
不
行
也
。
非
今
時
之

世
而
弗
改
、
是
行
其
所
非
也
。
稱
其
所
是
、
行
其
所
非
、
是
以

⑲
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盡
日
極
慮
而
无
益
於
治
、
勞
形
竭
智
而
无
補
於
主
也
。
今
夫
圖

工
好
畫
鬼
魅
、
而
憎
圖
狗
馬
者
、
何
也
。
鬼
魅
不
世
出
、
而
狗

馬
可
日
見
也
。
夫
存
危
治
亂
、
非
智
不
能
、
而
道
先
稱
古
、
雖

愚
有
餘
。
故
不
用
之
法
、
聖
王
弗
行
。
不
驗
之
言
、
聖
王
不
聽
。

（
四
三
一
頁
）

　

そ
も
そ
も
殷
は
夏
の
や
り
方
を
変
化
さ
せ
、
周
は
殷
を
変
化

さ
せ
、
春
秋
は
周
を
変
化
さ
せ
た
。
三
代
の
礼
と
て
同
じ
で
は

な
い
の
だ
、
ど
う
し
て
古
に
従
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
偉
大
な

師
が
創
作
し
て
弟
子
が
順
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
法
や
統
治
が
何

か
ら
生
じ
た
か
を
知
れ
ば
、
時
に
応
じ
て
変
化
で
き
る
が
、
法

や
統
治
の
源
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
古
に
従
っ
て
も
結
局
は
乱
れ

る
。
今
の
世
の
法
籍
は
時
に
合
わ
せ
て
変
わ
り
、
礼
義
は
世
俗

に
合
わ
せ
て
改
ま
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
学
問
を
す
る
者

は
先
人
に
倣
い
従
来
の
仕
事
を
踏
襲
し
、
古
い
典
籍
に
依
拠
し

昔
の
教
え
を
守
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
統
治
で
き
な
い
と
思

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
四
角
い
ほ
ぞ
を
丸
い
穴
に
合
わ
せ
る
よ
う

な
も
の
で
、
ち
ょ
う
ど
良
く
ぴ
た
り
と
は
め
よ
う
と
思
っ
て
も

難
し
い
だ
ろ
う
。
今
儒
・
墨
は
三
代
や
文
王
・
武
王
（
の
道
）

を
讃
え
て
は
い
る
が
自
分
で
は
そ
れ
を
行
わ
な
い
、
こ
れ
は
行

え
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
の
世
の

あ
り
方
を
非
難
し
な
が
ら
自
分
で
は
そ
れ
を
改
め
よ
う
と
し
な

い
、
こ
れ
は
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
非
難
す
る
こ
と
を
行

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
し
い
と
す
る
と
こ
ろ
を
口

で
は
称
揚
し
な
が
ら
、
非
難
す
る
と
こ
ろ
を
実
行
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
一
日
中
思
慮
を
尽
く
し
て
も
治
世
に
は
無
益
で
あ
り
、

骨
折
り
し
て
知
恵
を
絞
っ
て
も
君
主
を
補
佐
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
今
画
工
は
好
ん
で
妖
怪
を
描
き
、
犬
や
馬
を
描
く
の
を

嫌
が
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
妖
怪
は
世
に
現
れ
な
い
が
、
犬

や
馬
は
毎
日
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
危

機
を
救
い
乱
世
を
治
め
る
の
は
、
知
者
で
な
く
て
は
で
き
な
い

が
、
先
王
を
口
に
し
て
古
を
讃
え
る
の
は
、
愚
者
で
あ
っ
て
も

簡
単
に
で
き
る
。
だ
か
ら
使
え
な
い
法
は
、
聖
王
は
行
わ
ず
、

効
果
が
検
証
で
き
な
い
言
葉
は
、
聖
王
は
聞
き
入
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　

氾
論
訓
で
繰
り
返
し
説
か
れ
る
の
は
、
時
代
に
合
わ
せ
た
変
化
の

必
要
性
で
あ
る
。
右
の
部
分
で
は
、
儒
・
墨
の
尚
古
主
義
を
実
効
性

⑳
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の
無
い
も
の
と
し
て
強
く
批
判
す
る
。
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
は
、
時

代
に
適
合
し
た
実
効
性
を
持
つ
、
新
し
い
「
法
籍
」
や
「
礼
義
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
「
所
以
言
」

と
繫
が
る
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

「
所
以
言
」
は
言
葉
で
表
せ
な
い
「
不
言
の
言
」
で
あ
っ
た
。
し

か
し
引
用
部
分
の
末
尾
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て

い
る
の
は
、「
使
い
道
の
あ
る
法
」
と
「
証
拠
立
て
ら
れ
る
言
」
と

言
い
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
不
言
の
言
」
と
は
、
む
し
ろ

正
反
対
の
性
質
を
も
つ
言
葉
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
淮
南
子
』
の
言
語
観
・
書
物
観
と
同
じ
よ

う
に
、「
不
言
の
言
」
で
あ
る
「
所
以
言
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
建

て
前
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
『
淮
南
子
』
が
目
指
す
の
は
、
時
代
の

変
化
に
対
応
し
た
新
し
い
「
法
籍
」
や
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に

見
え
る
の
は
、
五
帝
三
王
の
法
籍
と
そ
れ
に
準
じ
る
経
典
を
掲
げ
た

儒
・
墨
へ
の
強
い
対
抗
心
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
先
秦
道
家
に
お
い
て
も
儒
・
墨
へ
の
対
抗
的

な
態
度
は
広
く
見
ら
れ
た
。
だ
が
『
淮
南
子
』
が
そ
れ
ら
と
異
な
る

の
は
、
先
王
や
そ
の
書
物
の
権
威
に
つ
い
て
一
定
の
価
値
観
を
共
有

し
た
上
で
、
尚
古
主
義
に
基
づ
く
時
代
の
変
化
へ
の
不
対
応
を
批
判

し
て
、
自
ら
を
現
在
に
お
い
て
よ
り
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
主

張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
根
本
的
な
思
想
上

の
対
立
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
的
・
学
術
的
な
主
導
権
争
い
の
様
相

を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
引
用
部
分
冒
頭
の
「
百
川
異
源
、
而

皆
歸
於
海
。
百
家
殊
業
、
而
皆
務
於
治
」
と
い
う
主
張
か
ら
も
見
て

取
れ
よ
う
。「
治
」
へ
と
向
か
う
の
は
儒
者
だ
け
で
は
な
く
、「
百

家
」
も
ま
た
同
じ
目
標
に
向
か
っ
て
別
の
方
法
で
挑
む
の
で
あ
る
。

　

で
は
『
淮
南
子
』
の
言
語
観
や
書
物
観
の
中
に
窺
え
る
こ
の
よ
う

な
対
抗
的
態
度
は
、
い
っ
た
い
何
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
か
。

三　

前
漢
に
お
け
る
学
術
の
転
換
と
『
淮
南
子
』

　

『
淮
南
子
』
が
献
上
さ
れ
た
建
元
二
年
（
前
一
三
九
年
）、
漢
の
朝

廷
に
は
黄
老
流
行
に
お
け
る
最
後
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
竇
太
后
が
存

命
で
あ
り
、
政
治
的
に
も
学
術
的
に
も
、
武
帝
が
そ
の
意
思
に
反
し

た
行
動
を
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
但
し
学
術
上
の
変
化
の
胎

動
は
、
以
下
に
挙
げ
る
政
治
上
の
事
件
や
制
度
の
変
化
を
通
し
て
、

既
に
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
十
分
に
類
推
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い

㉑

㉒
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
つ
は
、
即
位
直
後
に
武
帝
が
示
し
た
儒
教
へ
の
志
向
で
あ

る
。『
史
記
』
儒
林
列
伝
に
は
「
及
今
上
即
位
、
趙
綰
・
王
臧
之
屬

明
儒
學
、
而
上
亦
鄉
之
」（
今
上
皇
帝
が
即
位
す
る
と
、
趙
綰
・
王
臧
ら

の
人
々
は
儒
学
に
明
ら
か
で
あ
り
、
帝
も
ま
た
そ
れ
を
志
向
し
た
）
と
書

か
れ
る
。
そ
し
て
『
史
記
』
魏
其
武
安
侯
列
伝
に
書
か
れ
る
よ
う
に
、

竇
嬰
・
田
蚡
・
趙
綰
・
王
臧
ら
が
道
家
言
を
退
け
儒
術
を
推
し
、
建

元
二
年
（『
漢
書
』
武
帝
紀
に
よ
る
と
十
月
）
に
は
竇
太
后
へ
の
上
奏
を

取
り
や
め
る
よ
う
要
請
す
る
に
至
っ
た
。
結
果
と
し
て
は
竇
太
后
の

怒
り
に
ふ
れ
上
述
の
人
々
は
失
脚
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
事
件

は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
老
齢
の
竇
太
后
の
死
後
、
中
央
の
政
治

と
学
術
が
向
か
う
先
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
淮
南
王

の
入
朝
は
お
そ
ら
く
こ
の
事
件
の
少
し
前
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
折

に
儒
教
推
進
派
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
田
蚡
と
接
触
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
博
士
制
度
に
お
け
る
博
士
の
性
質
の
変
化
で
あ
る
。

博
士
制
度
が
初
め
て
本
格
化
し
た
秦
代
に
は
、
儒
家
や
法
家
の
他
、

神
仙
思
想
と
関
わ
る
人
物
や
「
占
夢
博
士
」
と
称
さ
れ
る
人
物
な
ど
、

博
士
の
学
問
は
多
様
で
あ
っ
た
。
漢
代
に
入
る
と
、
儒
家
に
属
す
る

博
士
が
明
ら
か
に
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
儒
家
以
外
で
博

士
と
な
る
人
物
も
な
お
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
何
よ
り
儒
家
で
あ
っ

て
も
基
本
的
に
は
特
定
の
経
を
専
門
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
か
ら
、
博
士
官
が
一
経
の
み
を
専
門
と
す
る
、

所
謂
「
専
経
博
士
」
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
大
き
な
変
化
が
お
こ
る
。

こ
の
変
化
が
い
つ
起
こ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
建
元
五
年
の

五
経
博
士
の
設
置
が
決
定
的
な
契
機
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
福
井

氏
が
狩
野
直
喜
『
両
漢
学
術
考
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
）
二
九

～
三
七
頁
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
よ
う
に
、
既
に
文
帝
期

に
は
そ
の
傾
向
が
現
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
に
お
け
る
学
術
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
従
来
儒
家
の
独

尊
と
い
う
学
派
的
側
面
ば
か
り
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
学
術
の

中
身
や
性
質
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
経
」
に
限
定
さ
れ
な

い
学
問
か
ら
特
定
の
「
経
」
に
つ
い
て
の
学
問
へ
の
変
化
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
博
士
官
が
立
て
ら
れ
る
学
問

に
は
経
典
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

筆
者
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
当
時
流
行
し
た
道
家
の
知
識
・
学
問
は
、

固
定
的
な
経
典
を
中
心
と
す
る
儒
家
に
対
し
て
、
浮
動
的
な
道
家
的

㉓㉔

㉕
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聖
人
の
発
言
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
游
侠
や
下
級
役
人
、
庶
民

出
身
者
な
ど
幅
広
い
層
の
人
々
に
流
行
し
た
原
因
の
一
端
は
、
儒
家

の
よ
う
に
経
典
ご
と
の
伝
授
・
教
育
を
必
要
し
な
い
そ
の
習
得
の
容

易
さ
に
あ
っ
た
。
こ
の
考
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
黄
老
流
行
に
よ

っ
て
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
当
時
の
道
家
は
、
儒
家
の
経
典
に
匹
敵
す

る
典
籍
を
持
っ
て
い
な
い
、
少
な
く
と
も
そ
う
認
知
さ
れ
て
い
る
学

術
で
あ
っ
た
。
拙
論
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
博
士
と
な
っ
た
人
々

の
中
に
は
確
実
に
黄
老
を
学
ん
で
い
た
者
は
存
在
せ
ず
、
も
と
も
と

博
士
制
度
と
は
相
性
が
悪
い
学
術
で
あ
っ
た
。
上
述
の
よ
う
な
方
向

へ
の
学
術
の
変
化
は
、
道
家
の
人
々
に
と
っ
て
は
大
き
な
危
機
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
文
帝
以
降
、
そ
の
変
化
は
漸

進
的
な
が
ら
進
行
し
て
お
り
、
即
位
直
後
の
青
年
皇
帝
武
帝
の
挙
動

か
ら
も
、
建
元
二
年
当
時
に
お
け
る
淮
南
王
及
び
『
淮
南
子
』
の
著

者
達
に
は
、
道
家
の
学
術
に
と
っ
て
の
危
機
的
な
将
来
像
は
十
分
に

予
見
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
淮
南
子
』
に
お
け
る
儒
・
墨
の
併
称
の
問
題
は
、

以
上
の
考
察
に
と
っ
て
一
つ
の
傍
証
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

『
淮
南
子
』
に
お
い
て
は
、
儒
家
の
み
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
場

合
で
も
、「
儒
墨
」
や
「
孔
墨
」
と
呼
称
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
要
略
篇
で
は
、
墨
子
が
は
じ
め
「
儒
家
の
業
を
学
び
、
孔
子
の

術
を
受
け
」
た
と
い
う
、
他
書
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
。
当
時
既
に
墨
家
は
衰
微
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、『
韓

非
子
』
に
見
え
る
よ
う
な
顕
学
と
し
て
の
併
称
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

併
称
さ
れ
る
「
墨
」
に
実
質
的
な
意
味
は
な
い
と
す
る
説
が
有
力
で

あ
る
が
、『
淮
南
子
』
の
著
者
達
の
中
に
は
墨
家
の
末
裔
も
含
ま
れ

て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
学
説
上
の
対
立
を
明
確
に
論
じ
て
い
る
記

述
も
複
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
文
飾
と
し
て
付
加
さ
れ
て
い
る

と
は
考
え
が
た
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
両
者
の
併
称
の
理
由
に
つ
い
て

決
定
的
な
解
決
案
は
な
お
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

　

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、「
経
典
の
学
」
と
し
て
の
共
通
性
で

あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
経
典
の
学
」
と
は
、
特
定
の
固
定
的
な
テ
キ

ス
ト
を
、
当
該
の
学
派
が
共
有
す
る
規
範
の
源
泉
と
し
て
設
定
し
、

そ
れ
に
よ
り
自
ら
の
教
説
を
権
威
づ
け
す
る
学
問
を
指
す
。『
淮
南

子
』
で
言
及
さ
れ
る
申
子
・
商
鞅
・
韓
非
ら
法
家
や
蘇
秦
・
張
儀
ら

縦
横
家
、
楊
朱
な
ど
の
諸
子
と
比
較
し
た
と
き
に
、
儒
家
と
墨
家
の

み
が
「
経
典
の
学
」
と
し
て
突
出
し
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
儒
家

㉘
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に
つ
い
て
は
解
説
の
必
要
は
あ
る
ま
い
。
墨
家
の
古
典
尊
崇
に
つ
い

て
も
、
既
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以
下
の
点
を
そ

の
証
拠
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
は
、
儒
家
と
同
じ
く
『
詩
』『
書
』
を
経
典
と
し
て
引
用

す
る
記
述
が
、
先
秦
諸
子
の
中
で
圧
倒
的
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
中
に
は
儒
家
系
の
経
書
に
は
見
ら
れ
な
い
テ
キ
ス
ト
も

多
く
、
墨
家
集
団
が
独
自
に
編
纂
し
た
『
詩
』『
書
』
を
自
ら
の
典

籍
と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
『
墨
子
』
に
は
、
命
題
・
要
領
と
そ
の
解
説
と
い
う
「
経

－

解
」
の
構
造
が
明
示
的
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
行

本
の
「
経
」
及
び
「
経
説
」
の
成
立
時
期
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は

措
く
と
し
て
も
、
戦
国
末
か
ら
漢
初
に
か
け
て
、
墨
家
の
学
問
の
中

心
に
「
経
」
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
『
荘
子
』
天
下
篇

の
記
述
か
ら
も
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、『
墨
子
』
の
中
で
、
そ
の
言
葉
が
重
要
な
内
容
で
あ
る

こ
と
を
示
す
時
に
、
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
「
書
於
竹
帛
、
鏤
於
金

石
」（
竹
簡
や
絹
布
に
記
し
、
青
銅
や
石
に
刻
む
）
に
類
す
る
表
現
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
、
記
録
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
強
い
尊
崇
の
態
度

を
表
す
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

『
淮
南
子
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
の
諸
子
や
学
派
へ
の
言
及
が

そ
れ
ぞ
れ
数
例
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
儒
・
墨
の
併
称
は
二
十
例

近
く
に
及
ぶ
。
こ
れ
は
『
淮
南
子
』
の
著
者
達
が
、
儒
・
墨
に
対
し

て
極
め
て
強
い
対
抗
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

併
称
の
理
由
が
、
両
者
に
共
通
す
る
「
経
典
の
学
」
と
し
て
の
性
格

に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
時
衰
微
し
つ
つ
あ
っ
た
墨
家
が
儒
家
と
並

ん
で
意
識
さ
れ
た
こ
と
の
説
明
が
つ
く
。
同
時
に
そ
れ
は
、『
淮
南

子
』
の
著
者
達
が
、
儒
・
墨
の
持
つ
ど
の
要
素
に
対
し
て
、
特
に
注

意
を
向
け
て
い
た
の
か
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
警
戒
し

て
い
た
の
は
、
実
際
の
学
派
勢
力
の
大
き
さ
や
拡
大
傾
向
に
対
し
て

だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
学
術
の
転
換
に
対
応
し

た
「
経
典
の
学
」
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
対
し
て
で
あ
っ

た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　
「
新
聖
人
書
」
と
し
て
の
『
淮
南
子
』

　

前
節
に
見
た
、
学
術
の
転
換
へ
の
危
機
意
識
と
、
そ
の
中
で
『
淮

南
子
』
の
著
者
達
が
目
指
し
た
も
の
を
伝
え
る
記
述
が
脩
務
訓
の
中

㉛
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に
見
え
る
。

　

脩
務
訓
は
、
伝
統
的
な
道
家
的
無
為
の
批
判
に
始
ま
り
、
努
力
と

学
問
の
蓄
積
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
名
声
や
功
績
が
得
ら
れ
る
こ
と
が

説
か
れ
る
篇
で
あ
る
。
そ
の
後
半
部
分
に
、
見
か
け
や
評
判
に
騙
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
正
し
く
明
確
に
物
事
の
判
断
が
で
き
る
人
物
を
求

め
る
こ
と
を
説
く
比
較
的
長
い
一
段
が
あ
る
。

通
於
物
者
、
不
可
驚
以
怪
。
喻
於
道
者
、
不
可
動
以
奇
。
察
於

辭
者
、
不
可
燿
以
名
。
審
於
形
者
、
不
可
遯
以
狀
。
世
俗
之
人
、

多
尊
古
而
賤
今
、
故
為
道
者
必
託
之
于
神
農
・
黃
帝
而
後
能
入

說
。
亂
世
闇
主
、
高
遠
其
所
從
來
、
因
而
貴
之
。
為
學
者
蔽
於

論
而
尊
其
所
聞
、
相
與
危
坐
而
稱
之
、
正
領
而
誦
之
。
此
見
是

非
之
分
不
明
。（
六
五
三
頁
）

　

物
事
に
通
じ
て
い
る
人
は
、
怪
異
に
よ
っ
て
驚
か
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
道
理
を
理
解
し
て
い
る
人
は
、
奇
妙
な
こ
と
で
動

揺
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
辞
に
明
ら
か
な
人
は
、
虚
名

に
よ
っ
て
惑
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
形
体
を
知
悉
す
る
人
は
、

外
貌
で
欺
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
世
俗
の
人
々
は
多
く

は
古
を
尊
び
今
を
賤
し
み
、
そ
の
た
め
に
道
を
行
う
者
は
必
ず

神
農
・
黄
帝
に
託
し
た
上
で
説
を
人
々
に
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ

る
。
そ
し
て
乱
世
の
暗
愚
な
君
主
は
、
そ
の
由
来
が
高
遠
で
あ

る
と
い
う
だ
け
で
そ
れ
を
貴
重
と
す
る
。
学
問
を
す
る
者
は
そ

の
論
に
目
を
眩
ま
さ
れ
て
耳
に
し
た
こ
と
を
尊
び
、
互
い
に
正

座
し
て
そ
れ
を
賞
賛
し
、
襟
を
正
し
て
読
誦
す
る
。
こ
れ
は
是

非
の
分
別
に
暗
い
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
正
し
い
基
準
を
身
に
つ
け
た
受
容
者
の
重
要
性
を
、
歴

史
上
の
人
物
を
例
に
挙
げ
て
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
世
俗
の
人
々
は
真
の
価
値
を
判
断
で
き
ず
、
有
名
な
も
の
や
由
来

の
古
い
も
の
に
飛
び
つ
い
て
は
後
悔
し
て
ば
か
り
い
る
と
批
判
し
、

次
の
よ
う
に
い
う
。

通
人
則
不
然
。
服
劍
者
期
於
銛
利
、
而
不
期
於
墨
陽
・
莫
邪
。

乘
馬
者
期
於
千
里
、
而
不
期
於
華
騮
・
綠
耳
。
鼓
琴
者
期
於
鳴

廉
脩
營
、
而
不
期
於
濫
脅
・
號
鍾
。
誦
『
詩
』『
書
』
者
期
於

通
道
略
物
、
而
不
期
於
洪
範
・
商
頌
。
聖
人
見
是
非
、
若
白
黑

之
於
目
辨
、
清
濁
之
於
耳
聽
。
衆
人
則
不
然
。
中
无
主
以
受
之
、

譬
若
遺
腹
子
之
上
隴
、
以
禮
哭
泣
之
、
而
无
所
歸
心
。
故
夫
孿

子
之
相
似
者
、
唯
其
母
能
知
之
。
玉
石
之
相
類
者
、
唯
良
工
能

㊱
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識
之
。
書
傳
之
微
者
、
惟
聖
人
能
論
之
。
今
取
新
聖
人
書
、
名

之
孔
墨
、
則
弟
子
句
指
而
受
者
必
衆
矣
。
故
美
人
者
非
必
西
施

之
種
、
通
士
者
不
必
孔
墨
之
類
。
曉
然
意
有
所
通
於
物
、
故
作

書
以
喻
意
、
以
為
知
者
也
。
誠
得
清
明
之
士
、
執
玄
鑑
於
心
、

照
物
明
白
、
不
為
古
今
易
意
、
攄
書
明
指
以
示
之
、
雖
闔
棺
亦

不
恨
矣
。（
六
五
六
頁
）

　

通
達
し
た
人
は
そ
う
で
は
な
く
、
剣
を
身
に
つ
け
る
に
は
鋭

利
さ
を
求
め
、
墨
陽
・
莫
邪
の
名
剣
を
求
め
な
い
。
馬
に
乗
る

に
は
千
里
を
駆
け
る
こ
と
を
求
め
、
驊
騮
・
緑
耳
の
名
馬
を
求

め
な
い
。
琴
を
か
な
で
る
に
は
音
の
正
確
さ
と
優
美
さ
を
求
め
、

濫
脅
・
號
鍾
の
名
琴
を
求
め
な
い
。『
詩
』『
書
』
を
読
誦
す
る

に
は
「
道
」
を
熟
知
し
物
事
に
通
じ
る
こ
と
を
求
め
、
洪
範
・

商
頌
な
ど
個
別
の
篇
章
や
詩
什
を
求
め
な
い
。
聖
人
が
是
非
を

見
極
め
る
こ
と
は
、
ま
る
で
白
黒
を
目
で
弁
別
し
、
清
濁
を
耳

で
聞
き
分
け
る
よ
う
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
一
般
の
人
々

は
そ
う
で
は
な
い
。
自
ら
の
中
に
そ
れ
を
受
け
止
め
る
主
体
と

な
る
も
の
が
な
く
、
ま
る
で
父
の
死
後
に
生
ま
れ
た
子
が
墓
参

り
を
し
た
時
に
、
礼
通
り
に
哭
泣
は
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
気

持
ち
で
お
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
よ
く
似
た
双
子
と
い
う
も
の
は
、
母
親
だ
け
が
見
分
け

る
こ
と
が
で
き
、
見
か
け
の
似
た
玉
と
石
は
良
工
の
み
が
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
、
典
籍
の
奥
深
さ
は
聖
人
の
み
が
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
今
、
新
た
な
聖
人
の
書
を
取
り
出
し
て
、
孔

子
・
墨
子
の
名
を
つ
け
れ
ば
、弟
子
達
に
は
一
句
ご
と
指
さ
し
て

恭
し
く
教
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
き
っ
と
多
い
は
ず
だ
。

つ
ま
り
美
人
が
必
ず
し
も
西
施
の
一
族
と
は
限
ら
ぬ
よ
う
に
、

通
達
し
た
士
は
必
ず
し
も
孔
子
・
墨
子
の
た
ぐ
い
と
は
限
ら
な

い
。
そ
の
心
に
明
確
に
万
物
に
通
じ
る
も
の
を
持
ち
、
そ
こ
で

書
物
を
著
し
て
そ
の
心
意
を
明
ら
か
に
し
、（
後
世
の
）
理
解
者

の
た
め
に
供
す
る
の
で
あ
る
。
心
に
玄
妙
な
鏡
を
持
っ
て
、
物

を
照
ら
し
て
明
白
に
し
、
古
か
今
か
に
よ
っ
て
考
え
を
変
え
な

い
、
ま
こ
と
に
そ
の
よ
う
な
清
明
な
る
人
物
が
得
ら
れ
、
書
を

広
げ
て
明
ら
か
に
指
さ
し
て
彼
に
示
せ
る
の
な
ら
ば
、
た
と
え

死
ん
で
棺
を
閉
じ
る
と
も
恨
む
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

傍
線
部
は
、「
新
聖
人
書
」
と
い
う
見
慣
れ
ぬ
表
現
が
目
を
引
く

が
、
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ま
で
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

㊲
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か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
部
分
が
、
儒
・
墨
の
経
典
の
権

威
に
対
す
る
批
判
の
た
め
の
仮
定
の
話
で
あ
り
、
経
典
を
「
先
王
之

陳
迹
」
と
す
る
よ
う
な
従
来
の
道
家
的
書
物
批
判
と
大
同
小
異
の
も

の
と
捉
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
が
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ

う
か
。

　

傍
線
部
に
先
立
つ
部
分
で
、
ブ
ラ
ン
ド
よ
り
も
実
質
的
な
機
能
を

尊
ぶ
べ
き
と
い
う
例
の
一
つ
と
し
て
「
誦
『
詩
』『
書
』
者
期
於
通

道
略
物
、
而
不
期
於
洪
範
・
商
頌
」
と
い
う
の
は
、『
詩
』『
書
』
を

通
じ
て
「
通
道
略
物
」
を
求
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
文
で
あ
る
。

傍
線
部
直
前
の
「
書
傳
之
微
者
、
惟
聖
人
能
論
之
」
も
、
並
列
さ
れ

る
「
孿
子
」
や
「
玉
石
」
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
受
容
者
の
明
知

の
必
要
性
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
書
傳
」
や
「
聖
人
」
へ
の

批
判
で
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
、
傍
線
部
の
後
に
書
か
れ
る
の
は
、

ふ
さ
わ
し
い
受
容
者
た
る
「
清
明
之
士
」
に
向
け
て
、「
攄
書
明
指

以
示
之
」
す
る
こ
と
へ
の
熱
望
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
書
物
を
作
成
す

る
立
場
か
ら
の
強
烈
な
承
認
の
欲
求
に
他
な
ら
な
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
段
は
、
書
物
や
経
典
自
体
へ

の
批
判
で
は
な
く
、
儒
・
墨
の
経
典
だ
け
が
権
威
を
認
め
ら
れ
る
こ

と
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
今
取
新

聖
人
書
、
名
之
孔
墨
」
と
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
の
「
孔
墨
」
は
「
聖

人
書
」
の
作
者
と
し
て
仮
託
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
な
ら
ば
そ
の
直

後
の
「
通
士
者
不
必
孔
墨
之
類
」
と
は
、「
聖
人
書
」
の
作
者
と
な

り
得
る
存
在
は
「
孔
墨
之
類
」
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
を
持
つ

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
誰
か
と
言
え
ば
「
曉
然
意
有
所
通
於
物
、
故

作
書
以
喻
意
」
で
の
「
作
書
」
者
で
あ
り
、「
清
明
之
士
」
を
待
つ

者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
『
淮
南
子
』
の
著
者
達
に
他
な
る
ま
い
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
一
段
が
示
す
の
は
、
経
典
が
持
つ
べ
き
実
質
的
な

機
能
に
お
い
て
、
儒
・
墨
の
経
典
と
遜
色
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

超
え
る
価
値
を
持
つ
書
を
作
り
な
が
ら
、
君
主
や
学
者
も
含
め
た
世

間
の
人
々
が
、
そ
の
価
値
を
評
価
で
き
ず
た
だ
古
を
尊
ぶ
た
め
に
、

儒
・
墨
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る
こ
と
へ
の
強
い
不
満
と
受
容
へ
の
期

待
で
あ
る
。

若
劉
氏
之
書
、
觀
天
地
之
象
、
通
古
今
之
論
、
權
事
而
立
制
、

度
形
而
施
宜
、
原
道
之
心
、
合
三
王
之
風
、
以
儲
與
扈
冶
玄
眇

之
中
。
精
搖
靡
覽
、
棄
其
畛
挈
、
斟
其
淑
靜
、
以
統
天
下
、
理

萬
物
、
應
變
化
、
通
殊
類
。
非
循
一
跡
之
路
、
守
一
隅
之
指
、

㊵
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拘
繫
牽
連
於
物
、
而
不
與
世
推
移
也
。
故
置
之
尋
常
而
不
塞
、

布
之
天
下
而
不
窕
。（
七
一
一
頁
）

　

こ
の
劉
氏
の
書
に
つ
い
て
は
、
天
地
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
見
、

古
今
の
あ
ら
ゆ
る
議
論
に
通
じ
、
事
物
を
は
か
り
考
え
て
制
度

を
立
て
、
形
を
検
討
し
て
適
宜
に
対
応
し
、
道
の
神
髄
を
追
求

し
、
三
王
の
風
尚
に
合
致
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
玄
妙
の
中
に
の

び
や
か
に
心
を
遊
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。
努
め
励
ん
で
あ
ま
ね

く
見
、
其
の
濁
り
を
捨
て
、
澄
み
切
っ
た
も
の
を
斟く

み
、
そ
れ

に
よ
っ
て
天
下
を
統
べ
、
萬
物
を
治
め
、
変
化
に
対
応
し
、

様
々
な
異
類
に
通
暁
す
る
。
た
っ
た
一
人
の
足
跡
に
従
い
、
一

隅
を
指
す
だ
け
の
教
え
を
守
り
、
物
に
と
ら
わ
れ
て
世
の
変
化

に
合
わ
せ
て
推
移
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

尋
常
の
狭
さ
に
置
い
て
も
つ
か
え
ず
、
天
下
の
広
き
に
敷
い
て

も
緩
く
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

右
は
要
略
篇
の
末
尾
、
時
代
環
境
に
制
約
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
学

問
や
思
想
書
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
自
ら
の
「
書
」
を
格
調
高
い

言
葉
で
誇
る
叙
述
で
あ
る
。「
劉
氏
の
書
」
と
い
う
呼
称
か
ら
も
、

著
者
達
が
自
ら
の
書
物
に
極
め
て
高
い
価
値
を
お
い
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
第
一
節
で
挙
げ
た
「
夫
作
為
書
論
者
」
や
「
凡
属
書
者
」

の
内
容
を
振
り
返
れ
ば
、
要
略
篇
で
作
成
し
よ
う
と
す
る
書
物
が
、

尋
常
の
書
物
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え

れ
ば
、
脩
務
訓
で
の
「
新
聖
人
書
」
と
い
う
表
現
は
、
仮
定
の
話
に

と
ど
ま
る
概
念
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
支
配
者
た
る
「
劉
氏
の
書
」

と
し
て
の
『
淮
南
子
』
自
体
の
姿
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
新
し
い
経
典
の
製
作
と
い
う
後
世

か
ら
す
れ
ば
荒
唐
無
稽
と
い
う
べ
き
試
み
も
、
当
時
に
お
い
て
は
決

し
て
突
拍
子
も
無
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

お　

わ　

り　

に

　

『
淮
南
子
』
の
著
者
達
は
、
学
術
に
と
っ
て
経
典
を
持
つ
こ
と
が

必
要
な
時
代
を
迎
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
た
。

そ
の
対
応
策
と
し
て
は
、
儒
・
墨
と
同
様
に
『
詩
』『
書
』
や
そ
れ

に
準
じ
る
古
典
を
経
典
と
し
て
導
入
す
る
と
い
う
方
法
、
あ
る
い
は

『
老
子
』
の
よ
う
に
道
家
の
中
で
既
に
経
典
と
し
て
あ
る
程
度
認
め

ら
れ
て
い
た
書
を
経
典
と
す
る
方
法
な
ど
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『
淮
南
子
』
の
著
者
達
の
中
に
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
方
向
を
目

㊶㊷

㊸

㊹

㊺
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指
し
た
人
々
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
要
略
篇
を

ま
と
め
た
『
淮
南
子
』
の
編
者
は
、『
淮
南
子
』
自
体
を
新
し
い
経

典
と
な
る
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
天
下
に
示
す
と
い
う
方
法
を
と

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

結
果
と
し
て
『
淮
南
子
』
は
武
帝
に
「
愛
秘
」
さ
れ
た
も
の
の
、

経
典
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
多
く

の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
要
略
篇
で
高
ら
か
に
謳
わ
れ
る
総
合

性
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
中
身
は
多
種
多
様
な
思
想
が
矛
盾
も
そ
の
ま

ま
に
詰
め
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

『
淮
南
子
』
に
は
、
前
後
の
文
脈
と
や
や
浮
く
か
た
ち
で
、
自
省

的
な
言
葉
が
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
例
え
ば
『
淮
南
子
』
俶
真
訓

の
末
尾
で
は
、『
荘
子
』
的
な
得
道
者
の
あ
り
方
を
讃
え
る
そ
れ
ま

で
の
文
と
は
一
転
し
て
、
得
道
者
で
も
時
勢
に
逢
わ
な
け
れ
ば
ど
う

し
よ
う
も
な
い
こ
と
を
述
べ
、
遠
古
の
盛
世
を
慕
う
。
こ
れ
は
『
淮

南
子
』
の
著
者
達
が
当
時
の
状
況
に
お
い
て
感
じ
て
い
た
朝
廷
か
ら

の
圧
迫
感
を
示
す
記
述
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
前
節
に
挙
げ
た

脩
務
訓
の
一
段
の
直
後
に
も
、
自
省
的
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

三
代
與
我
同
行
、
五
伯
與
我
齊
智
、
彼
獨
有
聖
知
之
實
、
我
曾

无
有
閭
里
之
聞
、
窮
巷
之
知
者
何
。
彼
并
身
而
立
節
、
我
誕
謾

而
悠
忽
。
…
…
今
以
中
人
之
才
、
蒙
愚
惑
之
智
、
被
污
辱
之
行
、

无
本
業
所
修
、
方
術
所
務
、
焉
得
无
有
睥
面
掩
鼻
之
容
哉
。

（
六
五
八
頁
）

　

三
代
の
聖
王
と
我
ら
と
は
行
動
を
同
じ
く
し
、
春
秋
の
五
覇

と
我
ら
と
は
知
恵
を
等
し
く
す
る
が
、
彼
ら
だ
け
が
聖
人
や
智

者
の
名
声
を
独
占
し
、
我
ら
は
村
里
で
も
評
判
に
な
ら
ず
路
地

裏
に
も
知
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
彼
ら
は
こ
ぞ
っ
て
節

義
を
立
て
た
の
に
対
し
、
我
ら
は
い
い
加
減
で
軽
率
だ
か
ら
で

あ
る
。
…
…
今　

平
凡
な
才
能
に
加
え
、
愚
昧
な
知
恵
を
身
に

つ
け
、
恥
じ
多
き
行
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
修
め
る
べ
き
本
業

も
、
努
め
る
べ
き
技
能
も
無
い
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
見

下
さ
れ
鼻
を
つ
ま
ま
れ
る
よ
う
な
姿
に
な
る
こ
と
な
く
い
ら
れ

よ
う
か
。

　

省
略
し
た
箇
所
で
は
、
美
女
の
毛
嬙
・
西
施
で
も
化
粧
や
し
ぐ
さ

に
よ
り
嫌
が
ら
れ
た
り
好
ま
れ
た
り
と
真
逆
の
評
価
を
受
け
る
こ
と

が
表
現
豊
か
に
述
べ
ら
れ
る
。
引
用
の
末
尾
の
「
睥
面
掩
鼻
之
容
」

㊻

㊼
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は
、
そ
の
喩
え
話
を
受
け
た
言
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
不
遇
な
現
状
に
対
す
る
悔
恨
と
反
省
の
言
葉
は
、
儒
・

墨
を
力
強
く
批
判
し
、
知
己
を
熱
望
す
る
前
段
と
は
大
き
く
語
調
が

異
な
る
も
の
に
見
え
る
。
だ
が
そ
の
前
段
も
、
思
う
よ
う
な
受
容
者

を
得
ら
れ
な
い
現
状
へ
の
不
満
と
い
う
点
は
共
通
す
る
。
外
に
向
け

た
批
判
的
な
異
議
申
し
立
て
と
な
る
か
、
内
に
向
け
た
自
己
嫌
悪
的

な
反
省
と
な
る
か
、
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
儒
・

墨
の
経
典
や
聖
賢
と
同
じ
よ
う
に
世
の
中
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
果

た
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
不
安
で
あ
る
。

　

脩
務
訓
の
こ
れ
ら
の
表
現
を
見
る
限
り
、
要
略
篇
を
著
し
た
『
淮

南
子
』
の
編
者
と
、
個
々
の
篇
の
著
者
達
と
の
間
に
は
、
新
し
い
聖

人
の
書
と
し
て
受
容
さ
れ
る
可
能
性
の
認
識
に
お
い
て
、
小
さ
か
ら

ぬ
懸
隔
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
『
淮
南
子
』
に

お
け
る
総
合
の
不
完
全
性
の
一
例
で
あ
り
、
新
し
い
聖
人
の
書
と
な

る
こ
と
の
困
難
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

註①　

福
井
重
雅
『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五

年
）
を
参
照
。「
国
教
化
」
の
定
義
や
そ
の
厳
密
な
完
成
時
点
に
つ
い

て
は
な
お
説
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
福
井
氏
の
研
究
を
契
機
と
し
て
、

武
帝
期
が
儒
教
国
教
化
の
完
成
期
と
は
為
し
が
た
い
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
ほ
ぼ
共
通
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
井
ノ
口
哲

也
『
後
漢
経
学
研
究
序
説
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
二
～
五
頁

「
役
割
を
果
た
し
終
え
た
《
儒
教
の
国
教
化
》
説
」
参
照
。

②　

同
様
の
性
質
を
持
つ
書
と
し
て
『
呂
氏
春
秋
』
が
あ
る
が
、
両
書
の

「
序
」
に
当
た
る
序
意
篇
と
要
略
篇
を
比
較
す
る
と
、
総
合
・
統
一
へ

の
意
識
は
『
淮
南
子
』
が
は
る
か
に
勝
る
。
内
山
直
樹
「
序
文
、
日
付
、

署
名
─
─
『
呂
氏
春
秋
』
序
意
篇
に
つ
い
て
」（『
中
国
哲
学
研
究
』
第

十
三
号
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

③　

内
山
直
樹
「『
淮
南
子
』
要
略
篇
と
書
物
」（『
二
松
：
大
学
院
紀

要
』
第
十
四
集
、
二
〇
〇
一
年
）

④　

池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）

第
十
三
章
を
参
照
。
そ
の
六
八
七
頁
で
は
「
万
物
」
に
対
す
る
「
知
」

の
復
権
の
例
と
し
て
要
略
篇
冒
頭
部
分
を
引
く
。

⑤　

胡
適
『
淮
南
王
書
』（『
胡
適
学
術
文
集　

中
国
哲
学
史
（
上
）』
所

収
、
中
華
書
局
、
一
九
九
一
年
。
初
出
は
一
九
三
一
年
）、
徐
復
観

『
両
漢
思
想
史
』
第
二
巻
（
九
州
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
。
初
出
は
一

九
七
六
年
）、
池
田
知
久
「
淮
南
子
の
成
立
─
─
史
記
と
漢
書
の
検

討
」（『
東
方
学
』
第
五
十
九
輯
、
一
九
八
〇
年
）。

⑥　

金
谷
治
『
老
荘
的
世
界
─
淮
南
子
の
思
想
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九

五
九
年
）
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⑦　

池
田
注
④
前
掲
書
二
一
一
～
二
一
二
頁
を
参
照
。

⑧　

底
本
は
「
孰
知
形
之
不
形
者
乎
」
に
作
る
。
王
念
孫
の
説
に
従
い
、

『
荘
子
』
知
北
遊
篇
に
よ
り
「
形
」
字
を
補
う
。

⑨　

原
文
の
み
挙
げ
る
。
田
子
方
篇
は
「
至
陰
肅
肅
、
至
陽
赫
赫
。
肅
肅

出
乎
天
、
赫
赫
發
乎
地
。
兩
者
交
通
成
和
、
而
物
生
焉
」、
応
帝
王
篇

は
「
衆
雌
而
无
雄
、
而
又
奚
卵
焉
。」

⑩　

原
文
の
み
挙
げ
る
。「
彼
之
謂
不
道
之
道
、
此
之
謂
不
言
之
辯
、
故

德
總
乎
道
之
所
一
。
而
言
休
乎
知
之
所
不
知
、
至
矣
。
道
之
所
一
者
、

德
不
能
同
也
。
知
之
所
不
能
知
者
、
辯
不
能
舉
也
。」
な
お
「
天
府
」

以
降
は
斉
物
論
篇
の
文
句
を
用
い
て
い
る
。

⑪　

拙
論
「
語
り
得
ぬ
も
の
へ
の
こ
と
ば
─
─
『
莊
子
』
に
お
け
る
言
語

問
題
と
言
説
へ
の
意
識
に
つ
い
て
─
─
」（『
中
国
文
学
報
』
第
六
十
六

冊
、
二
〇
〇
三
年
）
及
び
「『
荘
子
』
の
寓
話
に
お
け
る
演
出
的
な
叙

述
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
十
七
集
、
二
〇
一
五
年
）

を
参
照
。

⑫　

底
本
は
「
嗣
情
」
に
作
る
が
、
劉
文
典
『
淮
南
鴻
烈
集
解
』、『
文

子
』
精
誠
篇
に
従
い
改
め
る
。

⑬　

王
壽
が
書
物
を
背
負
っ
て
周
へ
向
か
う
途
中
、
徐
馮
に
逢
い
、「
書

者
言
之
所
出
也
。
言
出
於
知
者
、
知
者
〔
不
〕
藏
書
。」（
書
物
は
言
葉

か
ら
発
生
し
た
も
の
、
言
葉
は
知
者
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の

知
者
は
書
物
な
ど
所
蔵
し
な
い
）
と
言
わ
れ
、
書
物
を
焼
い
て
踊
っ
た

と
い
う
寓
話
（
三
九
二
頁
）。

⑭　

本
経
訓
「
著
於
竹
帛
、
鏤
於
金
石
、
可
傳
於
人
者
、
其
粗
也
。」（
二

五
七
頁
）（
竹
簡
や
絹
布
に
記
さ
れ
、
青
銅
や
石
に
刻
ま
れ
て
人
に
伝

え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
中
の
粗
雑
な
も
の
で
あ
る
）
な
ど
も
、『
荘

子
』
秋
水
篇
の
「
可
以
言
論
者
、
物
之
粗
也
」
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
そ
の
他
に
文
字
と
し
て
の
「
書
」
へ
の
批
判
が
あ
り
、
書
物

と
も
関
わ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
今
回
は
取
り
上
げ
な
い
。

⑮　

書
物
と
し
て
著
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
伝
播
と
保
存
の
優
位
性
に
つ
い

て
、『
淮
南
子
』
の
著
者
達
が
認
知
し
て
い
た
こ
と
は
、
兵
略
訓
「
夫

有
形
埒
者
、
天
下
訟
見
之
。
有
篇
籍
者
、
世
人
傳
學
之
。」（
五
〇
一

頁
）（
外
形
を
持
つ
も
の
は
、
天
下
の
誰
も
が
一
般
に
そ
れ
を
見
る
こ

と
が
で
き
、
書
籍
に
著
さ
れ
る
も
の
は
、
世
の
人
々
が
そ
れ
を
伝
え
学

ぶ
）
と
い
う
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

⑯　

底
本
は
「
皆
務
治
於
」
に
作
る
が
、
他
の
諸
本
に
よ
り
改
め
る
。

⑰　

底
本
は
「
失
道
之
欠
也
」
に
作
る
が
、
他
の
諸
本
に
よ
り
改
め
る
。

⑱　

底
本
は
「
先
王
之
詩
書
」
に
作
る
。
王
念
孫
が
こ
こ
で
は
広
く
六
藝

を
指
す
と
し
て
「
詩
」
字
を
衍
字
と
す
る
の
に
従
う
が
、
底
本
の
ま
ま

で
も
論
旨
に
は
大
き
な
影
響
は
な
い
。

⑲　

斉
俗
訓
「
辯
士
言
可
聽
也
、
其
所
以
言
、
不
可
形
也
」（
三
六
一

頁
）（
雄
弁
家
の
言
葉
は
聞
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
言
葉
を
生
ん

だ
も
の
は
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）。
説
山
訓
「
聖
人
終
身
言
治
、

所
用
者
非
其
言
也
、
用
所
以
言
也
」（
五
二
四
頁
）（
聖
人
は
生
涯
治
政

に
つ
い
て
口
に
す
る
が
、
用
い
る
も
の
は
そ
の
口
に
す
る
言
葉
で
は
な

く
、
そ
の
言
葉
を
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
）。

⑳　

底
本
は
「
道
而
先
稱
古
」
に
作
る
が
、
王
念
孫
の
説
に
従
い
、『
群
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書
治
要
』
に
よ
り
改
め
る
。

㉑　

仁
や
義
の
徳
目
に
つ
い
て
も
、
繆
称
訓
・
脩
務
訓
・
泰
族
訓
を
は
じ

め
と
し
て
、
根
本
的
な
徳
目
と
し
て
は
肯
定
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。

㉒　

儒
家
独
尊
へ
の
動
き
が
始
ま
る
の
は
、
竇
太
后
が
死
去
す
る
建
元
六

年
（
前
一
三
五
年
）
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

㉓　

池
田
注
⑤
前
掲
論
文
の
説
に
よ
る
。

㉔　

漢
代
の
博
士
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
数
多
い
が
、
旧
説
を
総
合
し

た
上
で
批
判
的
に
再
検
討
を
加
え
た
も
の
と
し
て
、
福
井
注
①
前
掲
書

第
一
篇
序
章
及
び
第
二
章
を
参
照
し
た
。

㉕　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
福
井
注
①
前
掲
書
で
は
、
文
帝
の
時
に
「
儒
家

以
外
の
博
士
が
姿
を
消
し
た
」
と
す
る
が
、
錢
穆
「
両
漢
博
士
家
法

考
」（『
両
漢
経
学
今
古
文
平
議
』
所
収
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
一
年
。

初
出
は
一
九
四
四
年
）
一
九
三
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
賈
誼
や
晁
錯
、

公
孫
臣
ら
が
果
た
し
て
福
井
氏
が
考
え
る
よ
う
に
儒
学
を
も
っ
て
博
士

と
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
劉
歆
「
移
書
讓
太
常
博
士
」
の

「
至
孝
文
皇
帝
…
…
天
下
衆
書
、
往
往
頗
出
、
皆
諸
子
傳
說
、
猶
廣
立

於
學
官
、
為
置
博
士
」（
文
帝
の
時
に
な
る
と
…
…
天
下
の
多
く
の
書

物
が
し
ば
し
ば
発
見
さ
れ
、
ど
れ
も
諸
子
や
伝
説
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

ら
ま
で
も
広
く
学
官
を
立
て
、
そ
の
た
め
に
博
士
を
置
い
た
）
と
い
う

記
述
か
ら
も
、
当
時
に
お
い
て
儒
家
が
多
数
を
占
め
た
こ
と
は
確
か
だ

が
、
な
お
そ
の
他
の
学
問
に
よ
る
博
士
も
一
定
数
い
た
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

㉖　

そ
の
論
証
に
つ
い
て
は
、
福
井
注
①
前
掲
書
一
九
九
頁
～
二
〇
五
頁

を
参
照
。『
後
漢
書
』
翟
酺
伝
に
見
え
る
翟
酺
の
上
奏
文
で
の
「
孝
文

皇
帝
始
置
五
經
博
士
」
と
い
う
記
述
を
大
き
な
根
拠
と
し
、
劉
歆
「
移

書
讓
太
常
博
士
」
や
趙
岐
『
孟
子
題
辞
』
の
記
述
を
傍
証
と
す
る
。
ま

た
『
史
記
』
儒
林
列
伝
で
も
、
景
帝
期
に
立
伝
さ
れ
る
学
者
は
全
て
所

依
の
経
典
と
関
連
づ
け
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。

㉗　

拙
論
「
前
漢
初
期
に
お
け
る
黄
老
流
行
の
再
検
討
」（『
東
方
学
』
第

一
二
六
輯
、
二
〇
一
三
年
）。

㉘　

渡
邊
卓
『
古
代
中
国
思
想
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
七
三
年
）
五

五
六
～
五
五
九
頁
。
金
谷
注
⑥
前
掲
書
四
七
一
～
四
七
三
頁
を
参
照
。

㉙　
『
塩
鉄
論
』
晁
錯
篇
に
「
日
者
淮
南
・
衡
山
修
文
學
、
招
四
方
遊
士
、

山
東
儒
墨
咸
聚
於
江
淮
之
間
」（
往
時
淮
南
王
と
衡
山
王
は
学
問
を
修

め
、
四
方
の
遊
説
家
を
招
き
、
山
東
の
儒
・
墨
は
み
な
江
淮
の
付
近
に

集
ま
っ
た
）
と
い
う
。
但
し
こ
の
「
墨
」
も
形
骸
化
し
た
も
の
と
す
る

説
も
あ
る
。

㉚　

福
井
重
雅
「
前
漢
に
お
け
る
墨
家
の
再
生
─
─
儒
教
の
官
学
化
に
つ

い
て
の
一
試
論
」（『
東
方
学
』
第
三
十
九
輯
、
一
九
七
〇
年
）
で
は
、

同
様
の
儒
・
墨
の
用
例
は
『
史
記
』
に
も
見
ら
れ
、
武
帝
時
期
に
共
通

の
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
儒
・
墨
の
思
想
的
融
合
の
反
映
と
す
る
が
、

福
井
氏
の
あ
げ
る
『
史
記
』
の
例
は
儒
家
の
み
を
指
す
「
儒
墨
」
と
言

え
る
の
か
疑
義
が
残
る
。
ま
た
儒
・
墨
の
思
想
的
融
合
に
つ
い
て
は
、

石
田
秀
美
「
漢
代
儒
学
の
一
考
察
─
─
い
わ
ゆ
る
「
儒
墨
」
に
つ
い
て

─
─
」（『
集
刊
東
洋
学
』
四
〇
、
一
九
七
八
年
）
に
反
論
が
あ
る
。
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新
し
い
聖
人
の
書
を
目
指
し
て
（
鈴
木
）

㉛　

方
授
楚
『
墨
學
源
流
』（
中
華
書
局
、
一
九
三
七
年
）
上
巻
七
四
頁

に
「
墨
子
之
學
長
於
詩
書
春
秋
、
學
問
之
基
礎
固
與
孔
子
相
同
也
」
と

い
う
。
ま
た
内
野
熊
一
郎
『
秦
代
に
於
け
る
經
書
經
説
の
研
究
』（
東

京
文
化
学
院
、
一
九
三
九
年
）
第
三
編
第
二
部
「
秦
代
經
書
經
説
事
象

上
に
於
け
る
態
度
論
」
で
は
、
儒
家
・
墨
家
・
老
子
学
派
・
法
家
に
お

け
る
師
法
観
念
の
尊
重
と
軽
視
の
度
合
い
を
検
証
し
、
儒
家
と
墨
家
に

お
い
て
、
特
に
師
法
・
師
説
を
尊
重
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。

㉜　

羅
根
澤
「
由
〝
墨
子
〟
引
經
推
測
儒
墨
兩
家
與
經
書
之
關
係
」（『
諸

子
考
索
』
所
収
、
学
林
書
店
出
版
、
一
九
六
七
年
。
初
出
は
一
九
三
二

年
）
を
参
照
。
特
に
『
尚
書
』
の
用
例
は
諸
子
の
中
で
突
出
し
て
お
り
、

劉
起
釪
『
尚
書
學
史
（
訂
補
本
）』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）
四
九

頁
「
先
秦
文
籍
引
用
『
尚
書
』
篇
数
次
数
総
表
」
で
は
『
孟
子
』
が
三

十
八
次
七
篇
、『
荀
子
』
二
十
二
次
三
篇
な
の
に
対
し
、『
墨
子
』
は
四

十
七
次
二
十
二
篇
を
数
え
、
こ
れ
は
『
礼
記
』
の
四
十
三
次
十
三
篇
に

匹
敵
す
る
。
な
お
『
荘
子
』
は
三
次
、『
管
子
』
は
六
次
一
篇
、『
韓
非

子
』
は
七
次
一
篇
の
み
で
あ
る
。

㉝　
「
経

－

解
」
構
造
は
経
学
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
と
言
え
る
が
、

そ
の
定
立
は
儒
家
以
外
の
諸
子
が
先
行
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
井

ノ
口
哲
也
「「
経
」
と
そ
の
解
説
─
─
戦
国
秦
漢
期
に
お
け
る
形
成
過

程
─
─
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
第
二
冊
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

㉞　
『
荘
子
』
天
下
篇
に
は
、
墨
子
の
死
後
、
そ
の
弟
子
達
が
分
裂
し
、

「
俱
誦
墨
經

0

0

、
而
倍
譎
不
同
、
相
謂
別
墨
。」（
と
も
に
墨
経

0

0

を
誦
読
し

な
が
ら
、
互
い
に
背
い
て
一
致
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
を
「
別
墨
」
と

呼
ん
だ
）
と
記
載
さ
れ
る
。

㉟　

類
似
す
る
表
現
を
含
め
れ
ば
、『
墨
子
』
中
に
十
箇
所
に
わ
た
っ
て

見
ら
れ
る
。

㊱　

底
本
は
「
以
」
字
を
欠
く
が
、
他
の
諸
本
に
よ
り
補
う
。

㊲　

道
と
物
が
対
比
的
に
並
ぶ
の
は
、
道
家
的
な
「
道
」
と
万
物
の
二
分

法
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

㊳　
「
書
傳
」
は
、
書
と
伝
に
分
け
経
書
と
そ
の
解
説
と
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
同
じ
脩
務
訓
に
見
ら
れ
る
「
傳
書
」
の
例
も
踏
ま
え
て
解

釈
し
た
。

㊴　

高
誘
注
は
「
朝
聞
道
、
夕
死
可
矣
。
何
恨
之
有
乎
」
と
い
い
、「
清

明
の
士
」
を
著
者
と
し
て
得
て
、
そ
の
書
を
示
さ
れ
て
学
べ
ば
、
学
問

を
す
る
者
は
死
す
と
も
恨
み
は
な
い
、
と
い
う
構
造
で
理
解
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
段
全
体
が
理
解
者
を
求
め
る
文
脈
で
あ
る

以
上
、
陶
鴻
慶
『
読
諸
子
札
記
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
清
明
の

士
」
を
読
者
と
し
て
得
て
、
書
を
以
て
彼
に
示
せ
れ
ば
、
書
を
作
っ
た

者
は
死
す
と
も
恨
み
は
な
い
、
と
い
う
構
造
で
読
む
べ
き
で
あ
る
。

㊵　

高
誘
の
注
で
も
「
眩
於
孔
墨
之
名
而
或
、
不
知
其
實
非
孔
墨
所
作

也
」（
孔
墨
の
名
に
目
が
眩
ん
で
惑
い
、
実
は
孔
墨
の
作
っ
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
な
い
）
と
解
釈
さ
れ
る
。

㊶　

底
本
は
「
布
」
を
「
市
」
に
作
る
が
、
高
誘
注
に
よ
り
改
め
る
。

㊷　

要
略
篇
が
『
淮
南
子
』
の
中
で
も
特
に
文
辞
に
技
巧
が
凝
ら
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
柯
馬
丁
「〈
淮
南
子
〉
的
成



中
国
文
学
報　

第
八
十
九
册

─ 28 ─

書
与
奏
書
：
論
〈
要
略
〉
篇
之
為
賦
」（『
北
京
大
学
中
国
古
文
献
研
究

中
心
集
刊
』
第
九
輯
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

㊸　

徐
復
観
注
⑤
前
掲
書
一
六
四
頁
に
「
是
為
統
治
天
下
的
〝
劉
氏
〟
而

作
、
故
自
称
為
〝
劉
氏
之
書
〟（《
要
略
》）」
と
指
摘
す
る
。『
淮
南

子
』
の
中
で
の
用
例
を
見
て
も
、
齊
俗
訓
「
劉
氏
持
政
」
や
道
応
訓

「
秦
皇
帝
得
天
下
…
…
然
劉
氏
奪
之
」
の
よ
う
に
、「
劉
氏
」
に
支
配

者
と
し
て
の
意
が
込
め
ら
れ
た
例
が
多
い
。

㊹　

当
時
に
お
い
て
「
経
」
が
新
作
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

平
岡
武
夫
『
経
書
の
成
立
』（
創
文
社
、
一
九
八
三
年
。
初
出
は
一
九

四
六
年
）
三
十
頁
が
論
じ
て
い
る
。
ま
た
司
馬
相
如
「
封
禅
文
」
に

「
作
春
秋
一
藝
、
將
襲
舊
六
為
七
」
と
い
い
、
漢
の
た
め
の
『
春
秋
』

を
新
た
に
作
り
、
六
藝
に
加
え
る
と
い
う
構
想
が
示
さ
れ
る
の
も
、
当

時
に
お
け
る
そ
の
一
例
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

㊺　
『
老
子
』
の
経
典
化
に
つ
い
て
は
、
谷
中
信
一
『『
老
子
』
経
典
化
過

程
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
が
論
じ
て
い
る
。
当
時

「
黄
老
」
道
家
に
お
い
て
既
に
『
老
子
』
が
経
典
化
し
て
い
た
と
す
る

谷
中
氏
の
論
と
筆
者
と
は
立
場
を
異
に
す
る
が
、
そ
の
第
七
章
に
お
い

て
、
道
応
訓
の
引
用
の
仕
方
か
ら
『
淮
南
子
』
に
お
い
て
『
老
子
』
は

経
典
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
分
析
は
参
考
に
な
る
。

㊻　

周
知
の
よ
う
に
『
淮
南
子
』
は
『
漢
書
』
芸
文
志
に
お
い
て
雑
家
に

分
類
さ
れ
る
。
池
田
秀
三
「
漢
代
の
淮
南
学
─
─
劉
向
と
許
慎
─
─
」

（『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
十
一
号
、
一
九
八
八
年
）
九
頁
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
劉
向
が
分
類
に
際
し
て
『
淮
南
子
』
の
総
合
・
統
一
の
試

み
を
無
視
し
た
こ
と
の
意
味
は
重
要
で
あ
る
。

㊼　

徐
復
観
注
⑤
前
掲
書
一
六
七
頁
、
楠
山
春
樹
『
淮
南
子
（
上
）』（
新

釈
漢
文
大
系
五
四
、
明
治
書
院
、
一
九
七
九
年
）
一
二
五
頁
「
余
説
」

を
参
照
。

㊽　

底
本
は
「
閭
里
氣
聞
」
に
作
る
が
、
他
の
諸
本
に
よ
り
改
め
る
。

［
附
記
］
本
研
究
はJSPS

科
研
費17K

02638

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
。




